
１．件 名：「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング(東海第二発電所

の設計及び工事計画変更認可申請（火災防護審査基準の改正に伴う

基本設計方針の変更）)【７】」 

２．日 時：令和５年８月２３日（水）１０時００分～１２時０８分 

３．場 所：原子力規制庁 ９階Ｂ会議室（一部 TV 会議システムを利用） 

４．出席者 

  原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

奥安全規制調整官、中川上席安全審査官、西内安全審査官、 

伊藤安全審査官 

   原子力規制企画課 火災対策室 

齋藤火災対策室長、星野室長補佐、西野室長補佐、髙橋係長、田邊係長 

 

日本原子力発電株式会社： 

発電管理室 部長 他１１名（うち４名は TV 会議システムによる出席） 

  

５．自動文字起こし結果 

  別紙のとおり 

  ※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

   発言者による確認はしていません。 

 

６．その他 

提出資料： 

・資料１ 東海第二発電所 設計及び工事計画変更認可申請書 確認事項

整理表【ＳＡ変認（火災防護審査基準改正に伴う火災感知器の種

別及び配置の変更）】 

・資料２ 東海第二発電所 設計及び工事計画変更認可申請書補足説明資

料（改６） 

 

上記のほか、以下のホームページ掲載済みの資料を使用  

・東海第二発電所 設計及び工事計画変更認可申請書補足説明資料（改３） 

（令和５年７月２８日のヒアリング資料） 

・東海第二発電所 設計及び工事計画変更認可申請書補足説明資料（改５）

（令和５年８月１８日のヒアリング資料） 

 

以上 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:01 規制庁西内です。それではこれから東海第 2 発電所の火災感知器バッ

クフィットに係るヒアリングを始めたいと思いますよろしくお願いします。 

0:00:09 それではまず、日本原燃の方から、前回の花ヒアリング世界までのヒア

リングを踏まえて修正した箇所等々について説明をいただければと思

いますよろしくお願いします。 

0:00:22 原電の新津です。本日の説明の方、させていただきます。資料の方は

資料 1、資料 2、二つ準備しておりまして資料 1 の方が確認事項整理

表。 

0:00:34 資料 2 の方が補足説明資料となっております。 

0:00:37 資料に沿って説明の方、いたします。 

0:00:41 黄色の箇所が修正点となっておりますのでそちらを中心にご説明いたし

ます。 

0:00:50 まず、主なところとしまして通しページの 9 ページになります。 

0:00:57 こちらがコメントＮｏ．52 番の、 

0:01:01 対応としまして、 

0:01:05 52 番の確認事項としまして表 6 は区域区画の設定について記載をして

いるのでなお書きの記載を検討することということで、こちらについては

3 ポツ 2 としまして区域区画の章立てとしており、 

0:01:18 ますので、永木は説明の話をしておりましたのでこちらは記載のほうを

削除しております。 

0:01:25 具体的には矢羽根が、三つありましたのを一つ削除しているのと、 

0:01:31 基本の基本設計方針の引用箇所、一番最後のところですね、を削除し

ております。 

0:01:37 こちらのページは以上となります。 

0:01:41 続きまして通しページ 12 ページ。 

0:01:47 ですねこちらは修正箇所ではないのですが、コメント№の 54 番の 

0:01:53 対応といたしまして、 

0:01:55 二つ目の分岐と三つ目の分岐許可で具体的に、 

0:01:59 どちらに記載されていますかということで、回答し、 

0:02:03 のところに、具体的なか、 

0:02:07 記載箇所を記載、記載箇所を置き、記入しております。 

0:02:13 具体的には二つ目の分岐については本文 6 項、 

0:02:17 また、テンパチのところにも、1.5．1.1 というところで、 

0:02:23 三つ目の分岐につきましてはテンパチのところで、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:02:27 それぞれ 4 ヶ所ですね、記載をされておりますのでこちらの項目の方、

津野家コメント回答の欄の方に記載をいたしますと、 

0:02:37 続きまして修正点としまして 10 数、通しページの 13 ページになります。 

0:02:44 こちらでは、 

0:02:48 まずコメントＮｏ．55 番の対応としまして、こちら資料全体の話になりま

すが、環境条件、設置環境という環境という言葉がですね少しちゃんと

整理してくださいというコメントをいただいておりますので、 

0:03:04 二つ目の箱のところですね、誤作動防止のところにつきまして、 

0:03:10 環境条件という言葉を使用しておりましたが、その一つ前のところでも

環境条件という言葉を使用しておりますので、 

0:03:17 誤作動防止のところにつきましては、環境条件という言葉を削除しまし

て具体的な、2 行目の中盤のところですね。 

0:03:24 説明書における温度、煙の濃度、外向の影響を考慮して設計するとい

うことで、環境条件ということも削除しております。 

0:03:35 続きまして、次のボックス、中段の黄色発注しているところになります。

こちらがコメント№68 番の 

0:03:43 対応となりますが、 

0:03:47 前回設計フローの検証の具体例のところで原子炉建屋通路部の三階

の例を、 

0:03:55 につきまして熱感知方式の選択のところに熱感知カメラがないことにつ

いてちょっとご説明をいたしましたが、改めてですね優先順位について

ちょっと、 

0:04:05 整理をさせていただいてこちらの記載をしております。 

0:04:09 記載内容としましては、 

0:04:10 まず、変更しないところにつきましては煙熱炎の順番で選択をいたしま

す。追加したところで、ただし、熱感知方式の熱感知カメラは、煙、 

0:04:23 平熱の熱感知カメラを除くもの。 

0:04:25 炎感知器により、異なる 2 種類の組み合わせが選択できない場合に、

火災防護審査基準の 

0:04:32 2 ポツ 2 ポツ 1（1）の 3 項に基づいて選択をするということで、 

0:04:40 煙熱炎が使えない場合に熱や勤務、熱や炎に変えて使用するというこ

とで、 

0:04:46 優先順位が、このような順番となっているということを明記いたしまし

た。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:04:54 続きましてこちらのフローでですね、屋外化ということで、分岐後、イエス

になった場合に、こちらから屋外のフローですね。 

0:05:06 追加しております※9 としまして、 

0:05:10 通しページ 15 ページの方に、 

0:05:13 追加をしております。 

0:05:21 こちらにつきましては左側ですね消防法施行規則適用対象ではない区

域区画についての火災感知等の組み合わせフローということで、 

0:05:31 追加をしておりますこちら、ですねフローを通しでご説明した後にまた具

体例を用いて説明をさせていただきたいと思います。 

0:05:42 ページ戻りまして 14 ページですね。 

0:05:49 14 ページの方でですね、 

0:05:51 まず、環境条件、 

0:05:54 について明確にするために、 

0:05:56 表 9、 

0:05:58 んところでかくかく分類しておりますが、それぞれの間設置場所の名称

と分岐の条件が、紐づけができるように、修文しております。且つ、分岐

のところですね。 

0:06:13 番号を記載することで紐づけを明確にしております。 

0:06:19 こちらのページの修正点は以上となります。 

0:06:26 続きまして途中ページ 16 ページになります。 

0:06:32 こちらのところで組み合わせフロー一番初めのところの※5※7 からくる

ところですね、が、環境条件という言葉を使用しておりますが、 

0:06:43 イノウエ前段の分岐のところですね。 

0:06:46 記載されている環境条件を示していることがわかるように、各分岐の環

境条件に適合する火災感知器等かということで修文をいたしますと、 

0:06:56 また、こちらがノーの場合ですね、次の感知方式へ移行する条件とし

て、感知方式の 

0:07:02 各課、 

0:07:04 感知方式の火災感知器等を優先順に基づいて適合するか、確認をして

いるかという記載に修文をしています。 

0:07:13 また、こちらがＹｅｓになったときですね、次の官庁方式、 

0:07:18 は優先順位によって明確であるため具体的に煙が主、すべて終了しま

したら熱感知に、 

0:07:25 熱感知方式に行く。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:07:27 また熱の場合は次に本当に行くということで明確に記載をしておりま

す。 

0:07:32 またこのページ、終了のところですね、が、コメントナンバー57 番としま

して、 

0:07:41 前回ですね。 

0:07:42 衛藤。 

0:07:43 一つ一つ組み合わせ不 

0:07:45 フローをまわして決定したところから表を埋め込むということに、整理を

しておりましたが、こちらにつきましては、 

0:07:53 表記の呼び出しですね。 

0:07:55 なあ。 

0:07:58 最終的な結果として整理した方が、適切であると判断しましたので終了

のところで組み合わせ結果を表 9 に示すということで、 

0:08:08 記載をしております。 

0:08:11 本 

0:08:12 ページの修正点としては以上となります。 

0:08:16 それでですね、音屋外のところの具体的な 

0:08:19 例としまして、追加をしておりますのでそちらをご説明いたします。通し

ページ 43 ページに、 

0:08:27 なります。 

0:08:36 はい。 

0:08:37 こちらのところで屋外開放の例ということで海水ポンプ室等、 

0:08:43 の場所を例として示しております。 

0:08:49 検討するものとしましては、液面に関する方式熱感知方式本の幹事方

式、それぞれ色分けしたものを検討しております。 

0:08:57 まず一番初めに検討するものとして、煙感知方式の①から③、赤で示し

ているものですね。 

0:09:04 こちらについて設置場所が屋外か、イエスで 

0:09:09 消防法適用対象ではないところというところで※9 にいきます。 

0:09:15 こちらに行きまして、ページ 44 ページですね、こちらは煙感知方式とな

りますので一番初めの分岐のところで、 

0:09:24 設置場所は開放空間化ということで、こちらがイエスとなります。 

0:09:30 イエスの場合には、各分岐の環境条件として、開放空間に対しては適

用する感知器ではないため、Ａ－に流れまして、 

0:09:40 1 から 3 につきましてはの、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:09:44 ※中に戻るということで、 

0:09:47 ページの 43 ページに戻る形となります。 

0:09:51 続きまして煙感知器の一番最後の、アナログ式の煙検出設備につきま

しても同じような流れになりまして、 

0:09:58 44 ページの、 

0:10:02 開放空間がＹＥＳ 

0:10:06 適合する感知器かというところでの、 

0:10:08 煙感知方式についてすべて検討したかというところでＹＥＳになりまして

ツジ次の熱感知方式を選択ということで※11 に、 

0:10:17 流れていきます。 

0:10:20 ※11 に戻りましてまた熱、 

0:10:24 方式ですね。 

0:10:25 検討いたしますがこちらで⑤⑥のアナログ、また防爆型の熱感知器に

ついて 

0:10:32 検討をいたします。 

0:10:34 43 ページのところで屋外か、イエス。 

0:10:38 通しページ 44 ページのところで、 

0:10:41 煙感知器と、煙感知方式と同じように開放空間がＹＥＳ 

0:10:47 環境条件に適用するところがもう、 

0:10:49 すべてのところが、 

0:10:51 すべてを確認したかというところで、Ｎｏで、続いて、 

0:10:55 ⑦の非アナログ式熱感知亀、熱感知器ですね。 

0:11:00 同じように、 

0:11:03 すべての感知器を確認したかというところでこちらがさ、先ほど、 

0:11:08 説明した通り刀禰。 

0:11:11 エリア、 

0:11:11 等熱感知方式及びこの監査方式の代わりとして使用するということで、

優先順位としましては、こちらの熱感知、 

0:11:22 方式のものが、 

0:11:23 検討が終わりましたら、⑦で、※11 へ戻るということで続いて炎感知方

式を検討するフローとしております。 

0:11:33 ですので続いて、検討するものとして⑧のピンクのところになりますね。 

0:11:41 こちらを検討しまして屋外か、イエス。 

0:11:45 で 44 ページに行きまして※9 から炎感知方式が選定されて、 

0:11:51 米中にとりまして、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:11:53 45 ページですね。 

0:11:56 に行きまして※10 から、火災感知器を、火災を有効に検知できるように

設置しますということで、 

0:12:02 こちらで異なる感知方式ですね、確立したかということで炎感知器のみ

となりますので別の感知方式を選択というので、 

0:12:09 ※11 で、43 ページに 

0:12:13 アダチとなり、 

0:12:15 先ほどの文章に基づいて、最終的に熱感知カメラですね、⑨番のオレン

ジ色を検討するということで、 

0:12:22 こちらが屋外か、イエス。 

0:12:25 急に行きまして、熱感知方式の火災感知器等、 

0:12:30 切マツノ、開放空間のが、イエス。 

0:12:34 で各分岐の環境条件に適合するものとなりますのでこちらがイエスとな

りまして⑨が、 

0:12:39 ※10 に行きまして、 

0:12:42 ※中から、有効に検知できるよう設置するということで、異なる感知方式

について確立をいたしましたのでＣＳで終了と。 

0:12:55 フローの説明としては以上となります。 

0:13:01 では、説明の方戻りまして通しページの 17 ページとなります。 

0:13:19 はい。では通しページ 17 ページのところですね、ご説明をしますと修正

点としましては表記、8 の注釈のところ、修正しております。 

0:13:30 コメントＮｏ．59 としまして、 

0:13:33 表 8 の注釈について記載されている条件、こちらが消防法に基づいて

1 種類つけますと言っている、24 ページのもの。 

0:13:43 と、そちらでは考慮されているものとなりますので、 

0:13:48 区別して、 

0:13:50 記載するようにしております。具体的には、異なる感知方式の火災感知

器等を設置する区域区画、 

0:13:58 においては、これらの条件を間考慮するべき区域区画はないということ

で、修文をしております。 

0:14:07 また、コメント№の 58 番になります。 

0:14:10 こちらで前回は障害物について記載をしておりましたが、障害物につき

ましては炎感知器等を選定した場合に、設置における考慮事項である

ためこちらは、選定の段階、 

0:14:22 では記載を削除しております。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 
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0:14:26 17 ページの修正点は以上になります。 

0:14:32 続きまして 18 ページになります。 

0:14:36 こちら、上の説明文のところですね修正点としましては環境条件、です

ね、が設置間、環境条件と設置環境という言葉が使用されておりますの

で、 

0:14:47 選定組み合わせの際に考慮する環境条件として具体的な記載を、 

0:14:52 具体的な環境条件、また、誤作動防止の際に考慮する。 

0:14:57 設置環境を具体的に 

0:15:01 記載をしております。 

0:15:04 また、表 9 の①②ですね、こちらがコメントナンバーの 60 番のところで、 

0:15:11 前回は一般区域区画ということで 8 メートル未満 8 メートル以上という

のを記載をしておりますのでこちらが取付面高さであることを、がわかる

ように、具体的に記載をしております。 

0:15:24 続きまして、 

0:15:27 ページ 19 ページになります。 

0:15:31 まず、 

0:15:35 ⑤のところですね引火性発火性のところにつきまして、誤作動防止のと

ころでコメントナンバーの 62 番に、 

0:15:43 なります。 

0:15:46 防爆型の熱感知機の誤作動防止に関して感知器の原理の観点により

説明することということで、 

0:15:54 修文をしております。 

0:15:56 具体的には、河西勝木の 

0:15:59 関連措置にサーミスタを使用することで火災感知器の作動値を蓄電池

室内の周囲温度より高めに設定すること。 

0:16:07 軽油の引火点、貯蔵、 

0:16:09 軽油貯蔵タンクの最高使用温度李の高めに設定することで誤作動防止

を図るということで記載を修正しております。 

0:16:19 続きまして、 

0:16:21 こちらから屋外につきまして、コメント、前回、 

0:16:29 表 9 と表中ですね、 

0:16:33 対応についてしっかり整理することということで、コメントをいただいてお

りますのでこちら、⑥から⑨ということで、屋外の記載を追加しておりま

す。 

0:16:43 まず 
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0:16:44 ⑥としまして、 

0:16:45 一般火災区域区画の 8 メートル未満のところ、 

0:16:49 ⑦としまして 8 メートル以上のところ、 

0:16:51 になります。こちらにつきまして感知器の組み合わせとしまして、感知器

の組み合わせ及び子育て防止としましては、 

0:16:58 屋内の 0102 と同様のものとなります。 

0:17:06 続きまして 20 ページになります。 

0:17:12 ⑧番ですね、前回は屋外の火災区域区画としておりましたが、屋外のと

ころの屋外区域区画ということでちょっとわかりづらいということで屋外

開放の火災区域区画と名前を直しております。 

0:17:27 またこちらの⑧番の熱感知カメラのところですね、がコメントナンバーの

63 番に、 

0:17:37 は火災防護審査基準ではアナログ非アナログの規定がされていないた

め記載の適正化を図ること。 

0:17:43 こちら、熱感知カメラのアナログ品のＵはバーとして、 

0:17:48 ます。また 5 サトウ防止という対策としまして、外航からの影響を考慮し

遮光カバーを設けることにより、誤作動防止を図るという記載を追加し

ております。 

0:18:01 続きまして 21 ページになります。 

0:18:08 こちら前回標準につきましては、列が 4 列ありましたがこちらでも、環境

条件という言葉を使用しております。したので、ちょっと紛らわしい。 

0:18:19 記載となっておりましたので列を三つにしまして、必要な記載について

は、 

0:18:25 他の 

0:18:28 該当場所の方、 

0:18:30 記載をしております。 

0:18:34 っつ、修正したところとしましては、分類Ａのところですね、がコメント№

の 53 としまして、 

0:18:42 フローの方で可燃物を持ち込まないと。 

0:18:46 オノに 

0:18:47 かつ周辺と区分されたという記載を追加しましたのでこちらにも、 

0:18:51 あわせて追加をしております。 

0:18:55 続きましてＢにつきましては先ほど申し上げた環境条件の欄に記載され

ていたものですね。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:19:02 により安全機能に影響を及ぼす恐れがない場所というものを記載して

おりましたのでこちらに、 

0:19:07 記載をしております。 

0:19:10 続きましてＣですね、こちらが環境、表 9 と標準の整理の一環としまして

※1 から※2※3 ですね、の整理を改めてしております。 

0:19:24 まず※1 としましては一般区域となります。こちらについては※1 として、

閉鎖空間であるため、屋内に準じた火災感知器を組み合わせた上で、

消防法施行規則 23 条 4 項及び、 

0:19:36 工事基準書に準ずることにより、火災を有効に感知できる設計とする区

域区画、 

0:19:42 ※2 としまして、こちらは屋外開放の区域となります。 

0:19:47 開放空間であるため煙の拡散を考慮した、香月等を、 

0:19:52 組み合わせる上で、監視範囲にカセの検知に影響をボス資格がないよ

うにすることで火災を有効に感知できる設計とする。 

0:20:01 火災区域区画、 

0:20:05 続いて※3 としまして、閉鎖空間であるため、屋内に準じた火災感知

器、 

0:20:12 を組み合わせた上で、それぞれのタンクマンホールごとに火災感知器

を、 

0:20:17 設置することで火災を有効に感知できる設計とする区域区画ということ

で注釈の方、整理しております。 

0:20:28 続きまして 22 ページになります。 

0:20:33 こちらではコメント№64 としまして、 

0:20:36 排気塔モニター室ですね、が、先ほどご説明した標準のところでは 1

個、1 種類つけますと言って 

0:20:44 対してこちらに記載をされていたということで、統制、削除をしておりま

す。 

0:20:50 また今回ですね設置しないところについて、後程ご説明しますします

が、 

0:20:56 保存後というものを作成をしておりますが、補足を取りまとめる際にちょ

っと記載が不足している箇所があったため 

0:21:06 揮発部分ですね、を追記しております。 

0:21:11 ホームページの修正点としては以上となります。 

0:21:17 続きまして通しページ 24 ページになります。 

0:21:21 こちらがコメントナンバーの 67 番に、 
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0:21:28 工事基準書に言及した記載があるが、消防法施行規則に対して、当該

基準書を適用して良い理由を説明することということで、 

0:21:37 以前審査会後の際に、入れていた資料について復活をさせています。 

0:21:45 火災防護審査基準に基づく感知器の設計、4 ポツ 3 としまして、 

0:21:50 火災感知器については、23 条 4 項及び、工事基準書に基づいて設置

しますが、工事基準書に定める設計について以下の通り、火災の感知

に支障がないことを確認した上で適用するということで、 

0:22:03 ①の面積が小さい箇所ですね。 

0:22:07 につきましては、障防法に、 

0:22:12 おける適用としまして、 

0:22:15 面積が小さい場合につきましては、 

0:22:18 針等を超えて隣接する区画に流れ込むまで時間のみが短いため一般

建築においても支障がないものと考えておりまして東海第 2 についても

同様に、 

0:22:28 適用できるものと考えております。 

0:22:32 ②としまして間機構からの延長距離 1 メートルがある場合に間つきと。 

0:22:38 水平距離が 1.5 メートル下回る感知器の 

0:22:46 1.5 メートル以上離れた位置に 

0:22:49 設置することを消防法施行規則としては定めておりますが、 

0:22:53 感知 9、 

0:22:54 吹き出し口の延長距離が 1 メートル以上ある場合には、直接の影響を

受けることがないことから、一般建築においては支障がないものと考え

ております。 

0:23:04 ですので東海第 2 についても一般建築と同様のこと。 

0:23:09 いえると考えておりますのでこちらの間、 

0:23:13 設計についても適用することで考えております。 

0:23:19 続きまして修正点としまして年ページ 26 ページにあります。 

0:23:28 こちらが火災感知器を設置しない区域比較になりますが、 

0:23:35 可燃物を持ち込まないに合わせてかつ、周辺と区分されたということで

コメント№53 の一環で修正をしております。 

0:23:45 あと補足の 5 ですね、追ってということで前回記載をさせていただいて

おりましたが、 

0:23:53 43 

0:23:54 円となりますが、 
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0:24:03 すべての区域区画を対象に隣接する杭結果から影響を受けないことを

図面写真等で整理することということで、補足の 5 を添付しております

そちらが通しページの 46 ページから、 

0:24:18 追加をしております。 

0:24:23 こちらの見方としまして 1 例として一番初めのページでちょっとご説明い

たしますが、 

0:24:30 47 ページのところですね。 

0:24:33 こちらがＦＰＣ逆洗受けた空室というところになります。 

0:24:40 不キシノ逆洗うけタンク室につきましても照明設備以外の発火元となる

可燃物が設置されておらず、可燃物管理により、 

0:24:47 可燃物を持ち込まないということをして、 

0:24:51 ＦＴＣ客船 

0:24:52 9 室内に 10 年分をなくすよう照明電源を切り運用としていることから火

災の発生する恐れがないということで、 

0:24:59 こちら、ＳＰＣＵ落選うけタンクにつきましては関連、家財感知器等を設

置しない設計としますということで随時、 

0:25:08 いたしまして、具体的な 

0:25:11 配置図ですね、プロット。 

0:25:14 そ、そちらの拡大のところですね。 

0:25:17 で、こちらにつきまして写真をつけて可燃物がないというところで、写真

をお示ししております。 

0:25:26 このような形で先ほどですね、補足の 10 の中ほど、 

0:25:33 表の中の補足ということで、示していた区域画につきましては、 

0:25:41 作成の方をしております。ちょっと本日ですね間に合っていないところに

つきましては、追ってということで今後更新をさせていただきたいと考え

ております。 

0:26:07 はい。説明の方ですね、年ページの 27 ページの方に、 

0:26:12 ます。 

0:26:19 27 ページにつきましては消防法に基づいて火災感知器を 1 種類設置、

選択する、火災区域区画としておりましたが、 

0:26:29 二つ目の、 

0:26:31 す。 

0:26:32 条件ですね、につきましてジーンアイにちょっと限った記載をしておりま

したが、今回整理をしていく中で、それ以外ですね消防法施行規則、 

0:26:43 基づいて考慮しているところがございますので改めて、衛藤先生の方、 
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0:26:50 説明しております。消防法施行規則 23 条第 4 項、 

0:26:55 いいかな。 

0:26:56 に掲げる場所につきましては、熱感知器を選定している、選択している

というふうに修正をしております。 

0:27:17 資料の修正点の説明としては以上となります。 

0:27:26 規制庁西内です。規制庁が事実確認進めていきたいと思います。 

0:27:40 はい、衛藤木曽イトウです。説明ありがとうございますと。 

0:27:45 まず、 

0:27:48 フロート表、前回、ヒアリングやって、 

0:27:52 直してきてもらっているので、その辺を軽く確認したいと思いますと。 

0:28:01 等、 

0:28:02 通しページで言う、 

0:28:10 ちょっとページにいきます。どう、 

0:28:14 13 ページで熱感知カメラ、 

0:28:19 要するに熱感知カメラ等炎感知器だと、この感知機を優先してる。 

0:28:26 ていうことだと思うんですけどこれこういう順番になってるのってどう、ど

ういう理由なんでしたっけ。 

0:28:48 元の三つです。衛藤。 

0:28:51 こちらでちょっと記載をさせていただいているんですが、 

0:28:55 火災防護審査基準の 2 ポツ 2 ポツ 1 の（1）のところの参考のところでで

すね、 

0:29:02 熱感知、 

0:29:04 カメラですね。 

0:29:05 につきましては、 

0:29:08 記載として炎感知方式や熱感知方式に変えてということで、優先順位と

しては熱感知方式、煙か、炎感知方式の方を優先した上で、 

0:29:21 それが適用できない場合に 

0:29:25 熱感知カメラを使用できるというふうにとらえておりますので、そのような

優先順で検討をしております。 

0:29:34 規制庁イトウるそれは、つまり何か審査基準で、参考に書いてある。 

0:29:41 ていうことだけなんですか何かその理由として、 

0:29:45 優先順位は、特にその現場の環境がどうとかそういうことではなくて、 

0:29:54 いや、単純に何かフローとして若干わかりづらくなるなんてのは経営熱

を先にがってやってそのあと炎だと、何か 

0:30:04 変なことが生じたりするっていうそういうわけではないんですかね。 
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0:30:14 原電のニイヅです。そうですねおっしゃる通り審査基準の中での記載に

基づいて、優先順位の方、決めております。 

0:30:28 規制庁井藤です。とりあえずわかりましたっけ。 

0:30:35 まあちょっとフローのところ 

0:30:39 そうすると若干わかりづらくなってしまうのが熱感知方式について、すべ

ての火災感知器等を確認したかっていうひし形があって、 

0:30:49 そこで 

0:30:53 なんだ。 

0:30:55 熱感知カメラは見てないけどそこが、その菱形でＹＥＳに行ったりするわ

けですよね。ちょっと、 

0:31:02 ここのひし形は、 

0:31:04 書き方を工夫する余地はあるのかもしれないなとは思いましたけど、 

0:31:09 とりあえずわかりました。はい。 

0:31:16 藤ニシウチですけどちょっと認識を確認したいんですけど。 

0:31:19 熱感知カメラは、熱感知器のジャンルだと思ってるんですかね。 

0:31:25 感知器のもしくは熱感知器んでもなくて、今、要は、最初に説明いただ

いたように火災防護審査基準でも熱、炎感知器または熱感知器に変え

て、 

0:31:35 ていう言い方があって、要はどっちのジャンルにも正確には該当しない

っていうようなイメージをしてるのかなって思ったんですけど、それはどう

いう理解をしてるんでしたっけ。 

0:31:47 言い方がちょっと変な言い方になるかもしれないですけど、 

0:31:52 熱感知器等炎感知器等、その熱感知カメラだったら、もう普通に熱感知

器とこの感知器をまず優先したいっていう思いがあるっていうふうに受

け取ったんですけど。 

0:32:01 そうではないんですかね。 

0:32:04 元のニイヅです。そういう考え方になります。だから基本的には熱感知

器アナログ非アナログ熱感知器ないしアナログアナログな非アナログの

炎感知器っていうのを選んで、どうしてもそれらが使えないような場所が

あるよと。 

0:32:18 ていう場合にはノダイソベの代替じゃないですけど、大分話題というか、

かえってノダ代替として、熱感知カメラを選択するってそういう趣旨です

よねだからそういう意味で、熱感知器のジャンルに該当しないっていうこ

とであれば、多分その旨をもう少しフロー上も明確にしておくっていうこ

とだと思うんですよね。 
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0:32:35 言うなれば今フロー上だと、さっき伊藤が言ったように熱、煙、熱、炎っ

ていう三つじゃないですか。今の原燃の認識としてはそれらとは、それ

らの中に含まれるものじゃないって別ジャンルなんですよね。であれば

その旨を明確にっていうことだと思うんですけど。 

0:32:49 で、最初に言ってた優先的に多分熱とか方を優先したいっていう思いは

それは理解はできるので、 

0:32:56 高フローの上の正確性っていうところなのかなという気はしました。 

0:33:01 元のニイツです承知いたしましたちょっと資料の方検討いたします。 

0:33:11 火災対策室のサイトウですちょっと今、 

0:33:15 ちょうどそのダイアモンドで熱奉仕、感知方式についてのすべての感知

器等を確認したかっていう。 

0:33:22 このことバーについて江藤イマイとから、 

0:33:28 適正した方、適正化した方がいいんじゃないかというような、確認をさせ

ていただいたところですけれども、これそもそも何を意味し、もう一度確

認するんですけれども、何を意味してるかなんですけどこれ私の認識で

すと、 

0:33:42 煙でも熱でも最後のダイヤモンドのところなんですけど、すべての感知

器が設置可能であるかどうかを検討しているかどうかという話なんじゃ

ないのかなと。要は感知器が、 

0:33:58 どの種類の感知器であったとしても、 

0:34:01 要は何かしらつけることができるんであればそれを選択するわけですよ

ね。ぜ何すべてせ、設置することができないとどの種類の感知器、要は 

0:34:13 選定したものの中で、どれを 

0:34:18 使えないからだから組み合わせとしては外れますっていうのがそれが

右側にイマイＳって書いてある方だと思うんですけれども、 

0:34:26 そっちに行くんだという理解だと思うんですけれども、もしそうだとする

と、このすべての感知器と確認したかっていうのが、 

0:34:35 すごく不鮮明なんですよね。 

0:34:37 そこをもう一度、意味としてどういう意味を持ってるかを教えていただい

てもいいですか。 

0:34:45 原燃のニイヅです。先ほどおっしゃられた通りですね、例えば、熱感知

方式であれば、 

0:34:53 表、 

0:34:55 8 の中で選定の中で、 
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0:34:59 感知器や建設設備の方を選定してきていますので、それらのすべての

感知器について、設置を、この環境条件を踏まえても設置できるかを確

認して、 

0:35:13 設置できないという判断になった場合にはイエスで次の方の感知器に

進むということで分岐を設けております。 

0:35:23 火災対策室の齋藤です。要は、 

0:35:27 設置できるかどうかについて確認したかっていう要素が完全に抜けてる

と思うんですよね今のこの。 

0:35:35 ダイアモンドの中の表現は、 

0:35:38 というふうに見えるんですけど。 

0:35:41 私の方に理解間違ってます。 

0:36:25 火災対策室の齋藤です。 

0:36:28 要は、ここのダイヤモンドが意味しているダイアモンドのところで、言って

ることが何を意味しているのかということを、明確に正確に書いていただ

きたいってことなんですけどもよろしいですか。 

0:36:42 ニイヅです承知いたしました。 

0:36:49 セトイトウです。よろしくお願いします。 

0:36:53 それじゃあですね通しの 14 ページで、 

0:37:02 これも日本語の問題なんですけど、煙感知方式のひし形二つ目。 

0:37:10 天井が高く、 

0:37:12 大空間となっている場所かっていうのは、多分、熱感知方式の一つ目

のひし形と同じことをやろうとしていて、で、 

0:37:25 煙のほうの二つ目ってアノか、取り付け高さ 8 メートル以上って書くと違

うんでしたっけねっていう、平仄の問題。 

0:37:34 確認させてもらいたいんですけど。 

0:38:37 元の三つです。こちらにつきましても 8 メートル以上というところで記載

しても、条件としては、問題ないので 

0:38:49 ぜひ、熱感知器の方に合わせる形で 8 メートル以上という記載に、ちょ

っと修正することを検討いたします。 

0:38:59 はい規制庁伊藤です。わかりました。 

0:39:10 規制庁西内ですすみませんちょっと同じところで聞きたいんですけど。 

0:39:14 それで説明を聞き逃してたら申し訳ないんですけど、あれ結局、この条

件って、何か消防法施行規則の何かここの上記 7 号の条件だよとかっ

ていう具体なものってあるんでしたっけ。 
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0:39:29 これって結局何から来てる条件なのかっていうのをもう少し明確にしたく

てですね。 

0:39:35 天井が高くかつ大空間っていうかつ条件になってると思うんですけど、

他の条件って基本的に消防法施行規則で明確になってる条件だと思っ

ていて、 

0:39:45 ここはなぜこういう、 

0:39:47 古藤が出てくるのかっていうのがわからないんですけど、前回のヒアリ

ングで香典の認識に関しての話とかもあったんですけど、香典認識を選

択するような条件になるんですかねここって。 

0:40:00 原燃の新津です。煙感知器に限定して言うと 

0:40:07 今年度の認識を選択する条件になります。 

0:40:10 規制庁西内ですその際って、天井が高いっていう条件って何か必要な

んですか。宛名がよくわからなくて、要はさっき 20 メーターか 8 メートル

かって話なんか熱に統一しますって話があったんですけど。 

0:40:22 なんか多分今、原燃が考えてる条件 20 メートル未満ですよね。 

0:40:27 で、8 メートル以上に変えると中身が変わるんですけど、その平仄の問

題だけ変えることなのかどうかがわからないんですよね。 

0:40:34 何か違う気がしたんですよ消費そこの関係だけで変えていいものなの

かどうかっていうところがよく伝わってこなかった。 

0:40:41 そもそも何か何から来るものなのかっていうのをしっかりは説明をして

欲しいんですけど。 

0:40:47 だから何を根拠にこの条件が出てきたんですかっていう理由を明確にし

ていただければそれで結構です。他の条件ってすごいわかりやすくて、

引火性のものとかって、 

0:40:58 いわゆる着火したら駄目なので、防爆型のものが使用条件ですよね。 

0:41:03 ここだけすごいわからないんですねその条件が不明確なんですよ。 

0:41:07 それをちょっと明確にしてまずはカトウ説明をしていただきたいというと

ころです。 

0:41:18 もうちょっと言っていいですか。さっきの話聞くと、煙はこう伝聞リスクな

んですよね。熱は結局この条件に合致するものって何、どういう感じな

んでしたっけ。 

0:41:29 熱は熱でこの条件に合致するものってどういう条件なんでしたっけ、どう

いう感じなんでしたっけ。 
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0:41:37 熱でこの今 8 メーター以上のところと書いてますよね。熱、熱感知器の

フローのところで、天井が高く大空間となっている場所からイエスに行く

じゃないですか。このＹＥＳに合致する感知器って何なんでしたっけ。 

0:41:52 原電の新津です。天井が高く台空間となっている 8 メートル以上で熱感

知器で合致するものとしては、熱感知カメラのみと。 

0:42:05 規制庁西内です。熱の方は熱感知カメラで、煙の方は天井だコーディン

グ認識ですよね。それらは両方とも 8 メーター以上の大空間っていう条

件で適用されるっていう理解でいいのか。いや普通に考えたら違うと思

う。普通は違うと思うんですだって別の感知器じゃないですか。 

0:42:22 別の種類の感知器ですよね。だからそ当然して条件も違うのが普通だ

と思うんですけど、たまたま結果して一緒だったっていうので、平仄を合

わせますっていう説明だったら理解できます。 

0:42:33 そうじゃなくてただ平仄を理解、説平仄だけそろえますっていうのは、甲

斐会長になってなくて、 

0:42:40 ちゃんと 

0:42:41 ふさわしい侮辱感知器にふさわしい条件なのかどうかっていうところか

らしっかり説明をした上で平仄そろえる必要があってそろえるっていう回

答をして欲しいんですけど。 

0:42:50 そこら辺の事実関係を明確にいたしていただいてもいいですか。 

0:43:11 原電の新津です。 

0:43:14 煙感知キーの取付面高さ 8 メートル以上のところに香典分離式を、 

0:43:21 煙、 

0:43:23 煙感知器ですね。 

0:43:26 そうですね、煙感知器で 8 メートル以上のところに、後天分離式を使用

するという選択をしているのが、 

0:43:34 平成 3 年で改正で平成 6 年にちょっとされているんですけど 

0:43:42 消防庁の予防課長の方から出ている選択基準の通知に基づいて 

0:43:48 煙感知器 8 メートル以上のところ、取付面高さ 8 メートル以上のところ

については煙感知器は全部に式を選択するということで 

0:43:59 選択を考えております。 

0:44:01 はい。規制庁ニシウチウダわかりました。だから、合わせますっていうん

だったらわかるんですよね。 

0:44:08 だって、普通に考えたら煙と熱で考慮する条件違うの当たり前じゃない

ですか。ていう説明をちょっと明確にして欲しいで、そういう意味で言うと
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天井が高くっていうものの香典、煙の方の根拠として 8 メーター以上わ

かったんですけど、じゃ、 

0:44:20 熱の方の 8 メーターというのはどっからきてるんですか。 

0:44:25 どういう意味合いで使ってるんですか。さっきの話でいうと、熱感知カメ

ラを使う条件なんですよね多分で考えたら、 

0:44:34 わざわざこのフローに出てくる必要があるのかっていうのを含めてちょっ

と整理いただいてもいいのかなって気はしました要は、さっきの話だと、

熱使えない、炎も使えない、全滅だ。だから熱感知カメラなんですよね。 

0:44:46 って考えたら、熱のナカノフローで出てくる話なんでしたっけそれって、さ

っきおっしゃってたじゃないすか。熱感知器の中には含まれないっていう

話をしましたよね。だから熱感知カメラの条件が熱感知器の中に入って

くること自体がちょっとそもそもよくわからなくて、 

0:45:01 そういう意味でいうと、熱感知器のフローのこの天井が高く台空間という

ものが本当に熱感知器の中のフローに入ってくるものかってのはよく精

査をいただいた方がいいのか整理をいただきたいなと思ってます。 

0:45:13 多分、僕の今、説明を聞いた感じの理解だと、多分このフローに、もう 1

個列が増えるかどうかちょっとあれですけど、要は、熱駄目、このため、

じゃあ熱感知カメラって初めて選択肢が出てくるってそういう理解かなっ

て思ったので、 

0:45:27 多分この中に熱感知器の中にこの条件が入ってくること自体がそもそも

あまり理解ができてないってのが今私の状況です。 

0:45:37 そこら辺をちょっと整理して熱のまず、この条件が出てくる理由はちょっ

と目か。出てくる必要があるんだったらちょっとそこも含めて説明をして

いただければと思います。 

0:45:48 県連のニイヅですちょっと記載内容を検討して修正いたします。 

0:45:54 規制庁西内ですちょっと、まさに板井北井で煙の方に戻るんですけど、

煙の 

0:46:00 今 20 メーター未満、天井が高く台空間となっている場所から 20 メータ

ー未満はこれ 8 メーター以上に修正がされて、それの出典っていうのは

さっきおっしゃった消防庁からの 

0:46:11 なんか通達ですかね。そういったものをベースに考えているっていうこと

はわかりましたと。で、大空間っていうものはどういうようなイメージで使

うようなんか今みたいな形で何か根拠があってこういうメルクマール使

えますっていうものがあればちょっと説明をしていただきたいんですけ

ど。 
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0:46:29 あれですよ全部認識って言うなれば端から端で割と柔軟に使えるじゃな

いですか。だからそこは 

0:46:37 そういった何て言うんですかね消防庁から 5 年とかそういうものじゃなく

て、原燃の中でこういう場所についてはこういうふうに使おうと思ってま

すっていうふうに考えがナカるんであればそれで結構ですし、何か明確

なメルクマールがないので、それはそれで結構です。 

0:46:50 どういうようなイメージで使うのかっていうところですね。 

0:46:55 元のニイヅです。電文認識につきましてはハセガワ橋で光発生側とリト

ル側でその間にし、干渉するものがないようなところについて灯台空間

としてそのようなところに適用することで考えております。 

0:47:18 江藤。具体的に言いますとオペフローのところが、障害物がないというと

ころでそのようなところに適用することで考えて、 

0:47:26 規制庁ニシウチですアノだからこっちの大空間の方については何か明

確に例えばアンリュウな平米以上とか、そういった何か明確な基準があ

るわけではなくて、例えばオペフロのようなところに適用するような条

件、 

0:47:38 いうなればその個別個別にそこは考えていくってそういうイメージですか

ね。 

0:47:44 原電の新津です。そのようなイメージになります。 

0:47:47 はい。規制庁西内です。わかりました。そういう意味では各条件、根拠っ

ていうところ、何から来てこう、何から考えてこういう状況を設定してるの

かっていう趣旨はちょっと明確に充実をしておいていただきたいんです

けども。 

0:48:01 さっきの消防所長ですかね、記載とかも含めてちょっと明確に、まず事

実関係をしっかり説明をしていただければと思います。よろしいでしょう

か。 

0:48:11 出野ニイツです承知いたしました。 

0:48:18 衛藤規制庁イトウ列。 

0:48:20 ちょうど今大空間の話が出たんですけど加来委員次構成リヒョウの 61

番で、別途説明するっていうので今、資料になっていて、これは、 

0:48:33 この後何かを出される予定だ。 

0:48:39 今説明があったような内容以上の何かがありますか。 

0:48:48 原電のニイヅです。こちらにつきましては説明の内容としては先ほど説

明した内容になるんですが、図面等をちょっと用いて、説明の方させて

いただきたいと考えております。 
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0:49:02 それは次回以降ということでお願いします。はい。 

0:49:06 と、次に行きまして、 

0:49:10 ですね。 

0:49:17 と、 

0:49:18 今回表 9 て、区域区画の分類が 1 から、 

0:49:26 9 までになりましたと。 

0:49:29 で、 

0:49:31 ⑥と⑦、どっちも常設低圧代替注水系ポンプ室っていうのが書いてある

んで図ですけど、これ、これ、⑥の方の、 

0:49:43 ⑦の方のやつはこれ別々の区域区画なんですか。 

0:49:54 元例の三つです。区域としては一つの区域になっておりましてその中で

価格がいくつかに分かれておりますが、 

0:50:02 8 メートル位を超えるところにつきましては、ハッチが開放になっている

箇所がありましてそのようなところについては 8 メートル以上ということ

で 

0:50:15 半月。 

0:50:16 で始め、それ以外のところにつきましては 8 メートル未満ということで熱

感知器を設置する設計としており、 

0:50:30 規制庁イトウりすみませんちょっと聞き逃しちゃったんですけれど、常設

低圧何とかポンプ室っていうのは、一つの区画、 

0:50:38 だけれどもその中で、8 メートル未満と以上の部分がある、それぞれこう

いう置き方をしてるってそういうことですか。 

0:50:46 原燃の新津です。すいません。カクウで一つの区画は何個かあるんで

すけどその中の一つの区画の中に、8 メートルを超える場所があるの

で、そのような場所につきましては、保管月を適用しております。 

0:51:00 はい。土岐セト伊藤です。わかりました。 

0:51:06 区画番号とかってわかります。 

0:51:15 原電の新津です。以前お示しした表の方ですかね表の方ですと、 

0:51:27 架空の番号としましては、の 14－1 から 4 というものが、 

0:51:34 常設低圧代替注水系。 

0:51:36 ポンプ室というところに該当しまして、 

0:51:48 表の方でいきますとちょっと 7 月、 

0:51:53 先月お出ししたものの通し番号なんですけど 218 ページのところです

ね、で、 

0:51:59 図の方が、 
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0:52:02 234 ページになります。 

0:52:27 冬季すべてそれで 8 メートル以上っていうのはどこのことですか。 

0:52:32 原燃の新津です。234 ページの図の方で申し上げますと、 

0:52:37 －14－1 というところで階層が四つに分かれておりますが、 

0:52:44 この中の下の三つ並んでるところの一番右のＥＬ－18.5 のところの 

0:52:53 左側ですね、の真ん中あたりに開口部の記載がございますが、こちらの

ところが、8 メートルを超えておりますので、 

0:53:01 炎感知器で監視する設計としております。 

0:53:14 はい。江藤わかりましたありがとうございます。 

0:53:16 それじゃあすいません次に行くんですけど 

0:53:21 表中、通しの 21 ページですね。 

0:53:27 これ、 

0:53:30 黄色でいくつか修正されてるんですけど、一応前回供給との対応づけっ

ていうところ。 

0:53:39 をお願いしていて、 

0:53:44 分類Ｃわあ、表 9 の⑥から⑨っていうことでいいんですかね。 

0:53:55 原電の新津です。そうですねＣについては 0。 

0:54:00 標準のＣにつきましては表 9 の⑥から⑨になります。はい。であれば、

標準にそれを、 

0:54:08 文字で書いていただくと対応がわかりやすいかなとそういう意識がある

んですけど書いても、 

0:54:16 できますか。 

0:54:17 ジンノニイツで所持者しました該当場所のところにちょっと記載するよう

にいたします。 

0:54:22 はい。 

0:54:23 瀬戸イトウです。わかりました。 

0:54:27 それからですね次のページ、標準補足 

0:54:35 ちょっと 

0:54:37 何か前回の資料に載っていた部分がなくなっていたり、 

0:54:41 前回なかったものが増えていたりするんですけど、 

0:54:45 個別のところがどうこうという何か、 

0:54:48 何でこんな修正が入ったんですかねっていうところが気になってしまっ

て、これはどういう、 

0:54:56 どういう理由なんですか。 

0:54:58 前回、 
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0:55:00 から今回でなんでこんな変わっちゃったんですか。 

0:55:31 現在ヒロキです。 

0:55:34 具体的に今回、実はずばり言います整合性がちょっと図れていなかった

っていうのが、ずばり回答になりまして、その整合性とは何かと申します

と、 

0:55:46 今回お付けしています補足の 5 を整理しています。 

0:55:50 この補足の 5 で 

0:55:53 衛藤、名称でどこどこ、どこどこ室とかどこどこエリア。 

0:55:59 名称がずばり書いてあるんですけども、 

0:56:01 それを取り込んでいく上で表示大変申し訳ございませんけど標準の記

載、こちらが一応足りなかったということがありまして、適正化を図って

いるものになってます。 

0:56:29 はい。 

0:56:32 とりあえずわかりました。はい。 

0:56:36 それからー、次に行きますけど、 

0:56:42 等、 

0:56:44 一応、 

0:56:45 私からは、フロー表関係はこのぐらい。 

0:56:53 かな、このぐらいですね。 

0:56:55 すいませんちょっと確認事項整理表の方。 

0:56:59 に書いてもらってる内容。 

0:57:01 確認なんですけど、 

0:57:04 54 番で許可申請書の記載。 

0:57:08 書いてもらってますネット。 

0:57:11 二つ、 

0:57:19 とパワーアップ。 

0:57:21 パートだと、ちょっと通し 12 ページのところか。 

0:57:25 二つ目の文キー。 

0:57:28 について本文と天発とそれぞれ、 

0:57:32 会確認事項整理表を書いてもらっていて、これってあれですかね火災な

んだっけ、火災防護。 

0:57:40 対策を講じる対象はこれこれですっていうのが書いてあるところ。 

0:57:45 ですよね。 

0:57:48 現在のニイヅです。その項目になります。はい。瀬戸イトウです。これ 
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0:57:58 ＤＢのところしか書いてなくてですねＳＡも、フローのひし形では書いてあ

るので、ＳＭを、 

0:58:06 ものすごい 

0:58:08 ここに回答整理表で書いてもらうのは適切じゃないかなと思うんですけ

ど、現に三つ目の分岐の方では、ＳＭを引用してもらっているところです

し、 

0:58:27 今私が言ったところは、 

0:58:30 大丈夫ですか。 

0:58:36 原電のニイヅです。設置許可の記載の方なんですけど、デービーとしま

して 

0:58:46 発電用原子炉施設として、かさ防護上 

0:58:50 金、安全停止だったりっていう機能を持っている機器と、そういう機能を

持ってない機器っていうのはもちろんありますが、ＳＡとしましては、ＳＡ

はそこで機能持ってる機器持ってない機器っていう分別がなくてＳＡはも

う全部をやるので、 

0:59:06 そのため、あれですね、設置許可の本文テンパチの二つ目の分岐の条

件としてはＳＡは、 

0:59:14 引用していない。 

0:59:16 ものに、 

0:59:18 規制庁井藤です。まさにＳＡは全部対象ですっていうところが書いてあ

る場所があるはずなので、そこが対応する部分なんじゃないかなと思っ

てるんですけど。 

0:59:31 そうですね。現在のＳｓそうですねＳＡが全部対象ですという記載は、あ

ると思いますので、そちらの紙そしたら、コメント回答欄のほうに追記、

その該当箇所を追記する形で、 

0:59:44 回答することでよろしいでしょうか。 

0:59:48 はい。まずご確認いただいた上でお願いします。はい。 

0:59:52 ジンノニイツです承知いたしました。 

1:00:04 はい。 

1:00:05 一応、 

1:00:06 フロート表につい 

1:00:09 あと、確認事故整理表について、私からは以上ですけど。 

1:00:14 じゃ、 

1:00:24 規制庁西内です。ちょっと何点かなんですけど、 

1:00:30 屋外の話なんですけど、 
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1:00:34 当社の 13 ページのフローの方で言うと、 

1:00:38 結局ですねさっきの説明の中で屋外開放とかってちょっと明確にしまし

たって話があるんですけど、依然としてちょっとわかりづらさ残るなとい

うのがちょっと正直な感想で。 

1:00:49 ちょっと 

1:00:51 私の聞き説明聞いて理解なんですけど、13 ページの表の、多分ここの

菱形のボックスが、 

1:00:58 これ設置場所は屋外かっていうより、消防法の適用対象外か否かどう

かっていう、分岐なのかなっていう理解をしたんですけど、認識は違い

ますかね。 

1:01:10 要は、 

1:01:11 適用対象外っていうところが、屋外開放の屋外の場所と、あとは、 

1:01:18 そのタンク地下タンクの多分ふたパターンあるっていうそういう理解をし

たんですけど。 

1:01:25 その理解はまざってます。元のニイヅでその理解で合っております。 

1:01:32 規制庁西内です。であれば何かわざわざ屋外かどうかっていうわざわ

ざ何かを、その屋外開放というのに多様なワードを使うというよりはもう

端的に障防法の対象なのかどうかっていうそこで分けちゃえばいいの

かなっていう理解をしてました。 

1:01:46 ちょっとそこちょっと屋外と屋外開放の関係がやっぱり理解しづらくて、

ちょっと少しそこら辺能勢の状況は精査をいただければなと思うんです

けど。 

1:01:58 原電の新津です。分岐のところについて、 

1:02:02 分岐の条件につきましてちょっと記載の方検討させていただきたいと思

います。 

1:02:08 規制庁西内ですで、ちょっともう少し期間でそれで、なぜそこもちょっと

疑問だったのかっていうと、10 年の 20 ページの方なんですけど、 

1:02:21 屋外開放のっておっしゃってる部分の、この定義って、 

1:02:28 何かここの開放のっておっしゃってるのがちょっとイメージがまだしづら

いなっていうのが正直な感想で。 

1:02:35 天井がないとか多分そういう意味ではないんですよね。天井がないって

いうのとイコールなんですかね。 

1:02:40 開放って要は 

1:02:43 トンネルみたいなものがあったとしてそれは屋外開放になるのかってい

うのがよくわからなかった。 
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1:02:48 原電の新津です。衛藤。 

1:02:51 意図としましてはオクが開放は天井がないところになります先ほどおっ

しゃられたトンネルみたいなところはちょっとそういうものには該当しない

ことで考えております。 

1:03:00 規制庁西内です。そういう意味でいうと、何て言うんですか、端的に天

井がない場所って書きゃいいんじゃないのかなっていう気も。天井が開

放されてる場所って書けばより明確な気持ちがしましたし、 

1:03:10 少しの屋外っていう多分ワードが何か、 

1:03:14 わかりづらいんですよね。 

1:03:17 屋外オク設置場所が屋外カーでいって屋外開放かってそれイコール何

が違うのっていうのがよくわからなかった。さっきのイメージだと天井が

ない場所ってそういうことなんですよね。だからそこを明確化するってい

うのもあると思いますし、 

1:03:29 もう一つは、地下タンクの方なんですけど、こうやって屋外にある地下タ

ンクってことですか。 

1:03:38 例えばですけど、あ、すみませんちょっとまだ全体像を私把握できてな

いんですけど、島に行ってその建屋の 

1:03:45 中に、地下タンクとして何か増設してるとそういう場所は特にないってい

う理解でいいですか。建屋というか例えばですけど、地下タンクの 

1:03:54 マンホールがあって、その上が何か要は入口なんかちょっと小屋みたい

になってるとか、それをそういう場合も屋外にあるのかどうかっていうの

がわからなくて、そういうのはまずそういう場所はないんです。全部屋外

にマンホールがあって、 

1:04:07 その下にあるんですっていうそういう理解でいいのかっていうところから

まずちょっと確認したいんですけど。 

1:04:14 原燃のニイヅです。東海第 2 としましてはマンホールの上のところにそ

の上屋みたいのがあるところはなくて、はい。すべて先ほどの言葉で言

うと天井がない場所になります。 

1:04:26 わかりました今載っているもの方、そういう、そういうものだっていう理解

できたんですけど、どっちかっていうとだから上屋があるやつを久我オク

が屋内に入ってるってそういうわけではなくてそもそもないっていうこと

ですね。 

1:04:37 そういう上屋があってその中に地下タンクがあるような場所がそもそも

等々にゃにはないっていうそういう理解でいいですよね。 
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1:04:59 現在ヒロキでございます。今の地下タンク等もされているのは、燃料用

可燃物燃料なのか、水なのかっていうところになりますと燃料は、 

1:05:10 規制庁ニシウチサノｉｎカセまたは発火性の雰囲気を形成する恐れがあ

る場所に該当するタンクが、オク、いわゆる上屋とかの屋内の地下タン

クとしてあるかどうかっていう質問の仕方っていう 

1:05:24 原電のニイヅです。東海第 2 としてはその上屋があった状態で、地下タ

ンクになるようなところはあります。 

1:05:34 規制庁西内です。わかりました。 

1:05:38 わかりました。 

1:05:39 まだそういう意味でも地下タンクの方を屋外側に入れてるってそういうこ

とですね。わかりました。あともう一つは、 

1:05:47 ちょっとこれは、さっきまでの話とちょっと毛色が違うんですけど、 

1:05:52 地下たその地下タンクって、火災区域区画としてはどういう設定になっ

てるんでしたっけ。 

1:05:59 要は、地下タンク自体が火災区域区画と設定しているそれともそのマン

ホールの部分、上のマンホールの部分を、いわゆるその屋外区域とし

て設定しているっていう意味合いなのか、ちょっとその設定の仕方をちょ

っと。 

1:06:13 確認したくてで、何でこれ聞いてるかっていうと、 

1:06:17 これ区域区画ごとの 

1:06:19 設計ですよね。 

1:06:22 その中で地下タンクっていうものがそれと同じ並ぶものとして出てくるか

どうかっていうのがちょっとよくわかんなかった。 

1:06:27 天田区域区画等に含まれるものな設備ではなくて区域区画として含ま

れてるって理解で設定してるって理解でいいんですよね。 

1:06:34 実際に今図面ってついてましたっけ。ちょっと後で説明をちょっと各確認

をさせてもらえばと思うんですけど。 

1:06:46 原燃のニイヅです。図面としましては今回お出ししている通しページの

29 ページのところで断面図になるんですけど、 

1:06:58 ちょっと赤い線とかも、区域の線は引いていないんですが、 

1:07:02 慶長タンクを例で挙げてまして、こちらのその乾燥図なん充填されてい

るところを火災区域として、 

1:07:11 設定しています。 
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1:07:15 エリート部分が境界になっているのか、タンク部分が境界になっている

のかっていうと、今の砂砂っていう意味だとどっちも取れるのがちょっと

よくわかんなかったっていうことです。 

1:07:24 原電の新津です。図面で示してるコンクリート部分が区域の境界となり

ます。 

1:07:30 明日ありがとうございます。そういう意味でいうと外部マンホール開けた

らもう屋外みたいなものでそれが屋外環境と、屋外の火災区域区画とし

て扱っているっていうことですね。 

1:07:39 はい。江藤元のニイヅでその通りになりますちょっと補足させていただき

ますと、先ほど 2 種類の図面を示している図面の中で、236 ページのと

ころで、 

1:07:53 区域の線を引っ張った 

1:07:56 いますが、ちょっとこちら可搬型設備を、軽油タンクのちょっと例になりま

すが、このような形でコンクリートの外周で空気の方を切っております。 

1:08:20 規制庁西内ですわかりました。そういう意味でいうと、そこまで確認でき

て理解できたんですけど。だから、屋外としては両方とも扱っていて、 

1:08:30 そういう意味でいうとあれかもしれないですね最初のひし形で消防法の

適用対象外かっていうフローなのかっていうふうに 

1:08:38 それでもいいと思いますし、なんならさっきの屋外開放っていうワードを

もう単純に天井がない場所で考えてるんだそう書けばいいのかなってい

う気もしましたし、ちょっともう少しそこは具体化、明確化を図っておいて

いただいてもいいですか。 

1:08:51 知念の新津です。承知いたしました。 

1:09:03 えっと火災対策室のサイトウですね今の部分についてちょっと認識、事

実関係をちょっと確認したいんですけど、その一つ前の通しの 19 ペー

ジのところ 2、 

1:09:16 今回⑥番というのと⑦番っていうのがあるんですよね。で、そこ 2、 

1:09:24 一般化屋外なんだけど、 

1:09:27 今の言い方でいうとですね、屋外なんだけど、一般火災区域火災区画

っていう用語を使ってるんですよね。 

1:09:35 この一般火災区域火災区画っていうのは、 

1:09:40 何を意味してるのかっていうのを確認したいんです。いわゆる一般のそ

の建築物、ここで言うところの表でいうと 5 番までのオクないと言ってい

るところについては、 
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1:09:54 いわゆる建築基準法上の建物ですということで建築基準法上の建物っ

ていうのは、 

1:10:02 屋根があって、柱があって、壁があると、 

1:10:08 ていうような話だと思うんですけどね。ここの障防法の下が障防法の屋

外のところで言うところの一般火災区域っていうのは、これは何を意味

してるんでしたっけっていうの。 

1:10:22 今私の認識の話に基づいていると、何があるところなんですかねという

ところをすいませんちょっと教えていただいてもいいですか。 

1:10:57 現在ヒロキでございます。先ほどお見せしました 200、 

1:11:03 図面のなかーそうで 234 ページ 

1:11:07 以前、7 月にもご提示させていただいている。 

1:11:24 これで申し上げますと、 

1:11:27 通路というかどうかというか、何もないところですね、ものとしては、単に

もう本当に 

1:11:34 設備等が置いてないようなところ、 

1:11:37 こういったところが一般区域というように、 

1:11:42 火災対策室の斎です。そういう観点ではなくって、要はさっきのアノニシ

ウチから確認させていただいた屋外開放という言葉と併せて考えたとき

に、 

1:11:54 要はこの一般火災区域っていうのは、建屋じゃないんだけれども、その

空間の側からするとですよ、天井が天井があって、柱があるかどうかは

別として、壁があるような、 

1:12:07 そういうような 

1:12:10 いわゆる屋内で言うところの一般火災区域と同じように扱えることもでき

る空間を指してるっていうことでいいのかどうかっていうのを確認したか

ったんですけどね。 

1:12:23 もしそうであれば、それって一般火災区域で、屋外、屋内は一般火災区

域なんでしょうけれども屋外で消防法の適用外になってるところは一般

の火災区域って言えないと思うんで、 

1:12:35 きちっと捕捉しとかないといけないと思うんですけれども、きちっと適正、

適正化、そういった補足等をつけて適正化していただきたいんですけれ

どもよろしいですかね。 

1:12:48 原電の新津です。承知いたしました。名称としては一般としたままちょっ

と注釈で屋内と差別化する形で記載をさせていただきたいと思います。 
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1:12:59 はい。火災対策室の齋藤ですってそうするとね、その次のページにある

⑧番の屋外開放って言ってるやつが、何が開放されてるんですかって

話でパターンは大体大きく二つあると思うんですよねその天井がないっ

ていう今のその御説明のパターンと、 

1:13:14 あと壁がないと。 

1:13:16 いうパターンもあり得るんだけれども、それを、東海第 2 の中であるか

どうかっていう話を踏まえてそこをきちっと適正化すれば、それがおの

ずときちっと 

1:13:28 説明している話になると考えるんですけれども。 

1:13:34 考えるというかそういうふうにとらえられるんだろうなと思うんですけれど

もちょっとそこの部分屋外開放という言葉と併せてですね一般の 

1:13:43 火災区域、屋外の一般火災区域というところのですね用語をですねきち

っと何にしてるかを整理しておいていただきたいんですけどもよろしいで

すかね。 

1:13:53 原理の三つです承知いたしました。 

1:14:00 はい。規制庁西内です。 

1:14:03 後付けで土佐さん．歩道、周辺と区分の意味合いなんですけど、 

1:14:10 これはもう二者択一そうなんですけど、物理的に区分なのか、もしくは、

例えばそこに線ひいて、はいここじゃこういう区分ですっていう、要はエ

リアとして扱いますっていうような物理的に区分されているのかそうじゃ

ないのかっていうとどういう意味合いで区分て使ってるかっていうところ

を確認させてください。 

1:14:31 原燃の三つです意味合いとしましては後者の線を引いて区分として設

定をしているというところに 

1:14:40 うちですちょっと考え方を明確に記載をしておいていただきたいんです

けど、少しちょっと 

1:14:45 火災バックフィットのそもそも趣旨を多分、意見聴取っか言って、原電さ

んも出られてました。 

1:14:56 4、出てないでしたっけ。ちょっと火災バックフィットって多分事業者と意

見徴収会をやって 2 回ほどやっていて、その中でもこういった話の話で

出てるんですよね。 

1:15:06 その時のちょっと説明はちょっとしっかり理解をした上でちょっと説明を

いただきたいと思うんですけど、今回の火災バックフィットって、要は一

つの部屋が例えばありましたよと。その中で、 
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1:15:17 網羅的に置かれてなかったって話がきっかけになってるわけですよね 2

種類目が、 

1:15:22 で、その中でオクを置かないって必要ですかどうですかっていうの意見

聴取会のときのやりとりをしてるんですけど、例えばですよ。 

1:15:30 その部屋の中の一部分は可燃物が何もないから起きません。だからそ

こは感知しなくてもいいんです。でもすぐそばには可燃物ほかにもあり

ますって言った時にそこを置かなくていいということの確かさとかどうな

んですかねとか、そういうやりとりをいろいろしていて、 

1:15:44 だからこの物理的に区分、区分っていうものの考え方はどういう意味合

いで、 

1:15:52 日本原燃として使う条件に入れてるのかっていうのを含めてちょっとしっ

かり説明をいただきたい。 

1:15:57 と思ってます。 

1:15:59 私のイメージ的には、いうなれば、前提条件だと思っていて、いわゆる

確実に火災が発生しない場所っていうことを説明したいなと思うんです

よね。その中で、いわゆるオープンスペースで、 

1:16:10 誰、誰も彼が何か生き管理するような場所で、果たしてそういう確実に

火災が発生しない感知しなくていいなんていえるのかっていうそういう前

提条件的な意味合いなのかなというふうにはちょっと思ってたんですけ

ど。 

1:16:21 何か聞いてるとなんかちょっと違うのかな。要は、 

1:16:24 確かに管理しますっていう線を引くって意味でいうと何か若干違うのか

なっていう気もしますし、 

1:16:28 ちょっとまず日本原燃としてどういうふうに考えてるのかっていうのはち

ょっとわかるように説明をいただきたいと思ってます。 

1:16:33 要は区分っていうのはどういう意味合いで使ってるのか。 

1:16:37 それはなぜそういう目的で使ってるのか。 

1:16:41 よろしいでしょうか。 

1:16:45 瀬野ニイヅです。承知いたしました。 

1:16:48 はい。規制庁西内です。続けて工事基準書の話なんですけど、 

1:16:55 通しの 24 ページですね。 

1:16:59 最終的に基本設計方針とか申請書とかでどういう説明されるのかって

いうに繋がる話なんですけど、 

1:17:07 現状、この 2 パターンだけ、要は工事基準書ってたくさん書いてありま

すよねいろんな設置方法が、現状この 2 パターンだけをもう適用しよう
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と思っているのか、それともほかのパターン、これあくまで例示なんです

と他のパターンも考えてるんですっていうことなのかその位置付けをち

ょっと説明いただければと思います。 

1:17:26 元の三つです。東海第 2 としましてはその 2 種類ずつつけるところとい

うのはこの 2 パターンで考えており 

1:17:35 はい、規制庁西内です。ただそれは今あれですよね、言うならばのも

う、現存する火災区域区画あるわけで、そこに対して設計を検討したら

この 2 種類、2 パターンは適用しようと思っている。 

1:17:46 ていうのを今説明いただいてるってことだと理解したんですけど、仮にで

すけど、今後設計さんとかで実際に詳細設計を現場でしていくってこと

になると思うんですけど、その時に、仮に出たとして、それは同様に適

用しようと思っているのか、それでも変更認可としてまた改めて申請をし

ようと思っているのか。 

1:18:04 そういったところもちょっと含めてこの基本設計方針とか、添付資料とか

そういったところで具体的にちょっと説明をいただければと思ってます。 

1:18:13 要は、どういう意味この 2 パターンだけを適用するっていうふうな申請を

したいのか、どんな例示なのかあくまで、 

1:18:21 レーザーのかって言ったときにはどういう素性条件として記載するかっ

ていうことに繋がると思うんですけどそういったちょっとスタンスを今後し

っかり、事実関係まずどう考えてるのかっていう説明をいただければと

思ってます。 

1:18:33 最終的には基本設計方針とかでそういったことはどう考えてる方が明確

になっていくのかなあというふうに思っ読めるようにはならないといけな

いのかなと思うんですけど。 

1:18:42 はい。 

1:18:43 今後のどのタイミングでも結構ですねちょっと明確にしておいていただ

いてもよろしいでしょうか。現状はこの 2 パターン考えてるってことは理

解したので、 

1:18:51 平均点のニイツです。承知いたしました。 

1:18:54 規制庁西内です。あと私具体の図面とかに行く前にはちょっと最後なん

ですけど、 

1:19:00 1 種類等 2 種類能ところのところなんですけどね。 

1:19:10 と 27 ページ。 

1:19:13 27 ページ通しの 27 ページのところで 1 種類の方だと。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:19:17 黄色マーカーしてもらってるように消防法施行規則の 23 条 4 項 2 の

（1）を、記載いただいていて、この中にもちろんジーンアイとかそういっ

たもの全部含まれるじゃないですか。で、 

1:19:29 こっちのフローだと、何かそれらを考慮している。 

1:19:31 そのフローに入っている。 

1:19:33 何か考慮しているんで、 

1:19:35 2 種類の方、 

1:19:38 もう 

1:19:40 17 ページを見ると、 

1:19:42 それらってこのフローに入ってないんですよね何か注釈的にその外に

書かれてるじゃないですか。 

1:19:48 あれってだから、何か違いがあるように見えちゃうんですけど。 

1:19:54 要はこれこれって、1 種類しかオカない場所には実際にジーンアイとか

腐食性のガスとかそういったものに該当する場所があるのでフロー上

入れている。2 種類の方は 1 種類。 

1:20:07 は除いた上で他の部分ってなってるので 2 種類のところにそういうのは

考慮する場所がなかった。 

1:20:12 ていう意味合いで使い分けてるってことでいいんでしたっけ。 

1:20:15 原電の新津です。そういう意味合いになります。 

1:20:20 規制庁ニシウチですごくありましたと。 

1:20:23 わかりました千波なんですけど、じゃあ 1 種類しかオカない場所で仁愛

とかが発生する場所ってどういう場所をイメージ、どういう場所を考えら

れるかだけちょっと説明をいただいてもいいですが、それ、今後の図

面、説明いただく時にあわせて説明いただければと思います。 

1:20:37 ちょっと次に具体なちょっと図面とか、ちょっと確認を進めていくと思うの

でその際にもこういう場所が仁愛発生する場所として 1 種類で考えてま

すというのを説明いただければと思います。現在のニイヅ承知いたしま

した。 

1:20:49 はい。違いがあるということで理解しましたありがとうございます。 

1:20:53 一応具体的な図面とかに行くまでの範囲だと私以上ですけど追加で何

か確認しておきたい点あります。 

1:21:14 火災対策室の齋藤です今アノニシウチから確認させてもらった 27 ペー

ジの、 

1:21:21 2 種類のときのフローなんですけど、 

1:21:24 ちょっと念のための確認なんですけどね、細野幹事。 
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1:21:31 高さ 20 メートル未満のところ 2、このパターンだとつけてませんっていう

ことになってるんですけれども、それはもうそれで大丈夫ですかね要は

20 メートル以上のところがあったりすると、 

1:21:45 要は考え方として、 

1:21:49 今おっしゃってることと違うじゃないですかって話になっちゃうんですけ

ど、本当に炎感知器ってその条件だけなんですかねっていうのをちょっ

と、今はですね、確認してる話は今熱感知器のところで、 

1:22:02 今今回今 5000、5、 

1:22:06 確認させてもらったような、幾つかの条件があったりして、要は熱感知

器、これで選定しますよって話なんですけど、それに多様な話で、どうし

ても本郷を選択せざるをえないような場所って、20 メートル未満のところ

に本当にないんですねっていや、そこの、 

1:22:23 綺麗に分かれてるんでわかりやすいっちゃわかりやすいんですけれど

も。 

1:22:27 本当にそういう設計になってるのかなっていうのが、ちょっと。 

1:22:33 確認をしときたいなってそれだけなんですけどね。 

1:22:36 今一度ちょっと確認してもらっといていいですか、事実のはな、要は現

場で、どのような対応をされるのか設計されるのかっていう話と、 

1:22:46 このフローチャートは、 

1:22:48 要は一応合ってるってことを確認しておきたいんですよねっていう、それ

だけなんですけどね。 

1:22:53 今多分該当するのが難しいんであれば、また 

1:22:57 現場のその図面を確認説明していただいたりしている時のナカ間にちょ

っと確認して追加で回答いただければと思ってんですけどよろしいです

かね。 

1:23:19 原電の新津です。現状、その博士把握というか設計している中では 20

メートル超えてるところに炎感知器を設置することで設計はしておりま

す。 

1:23:32 一応、しっかり確認した上で、ちょっと、 

1:23:36 いただきたいと思います。 

1:23:39 よろしくお願いします。あと先ほど西内からも話させていただきました通

りちょっと熱感知器の上にあるダイヤモンドに該当する条件のところ、 

1:23:50 これいくつか 

1:23:53 後から図面と一緒に確認させていただきたいところがあるんで、すいま

せんが、それだけまたよろしくお願いします。あとですねちょっと 
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1:24:01 これが要は環境条件とかとどうこうって話のところで 1 個確認したいとこ

ろがありまして、て通しのページと 17 ページの表はちいのところをちょっ

とか。 

1:24:11 確認させていただきたいんですね。 

1:24:18 これ事実関係の確認だけなんですけど、環境条件って言ってるときに、

一つ目の矢羽根のところには、温度とか、湿度の話が一応入ってること

は言ってんですよね。 

1:24:33 その下の表 8 の中で考慮すべき環境条件の中にはこの温度とか湿度

の話が入ってなくて、 

1:24:41 この辺のところで、そういう温度とか湿度に関係するものに、の類につ

いては、そういうものはありませんと。 

1:24:50 いうような表記になっていて、これ読み方なんですけど、要はその考え

るときに、温度とか湿度っていう条件は、とりあえず環境条件としては見

ていると。 

1:25:02 いうことでその中で東海第 2 のオリジナルのその現場に合わせた設計

の下、方針としては、温度や湿度に関する類のものは、 

1:25:13 ないんで、要は説明から除外しているというような、読み方で良いのか

どうかということを確認させてください。 

1:25:23 原電の新津です。こちらのページだと元のところでは審査基準に基づい

て 

1:25:30 考慮すべき環境条件を記載した上で、 

1:25:33 これらについて投入として検討した場合にその温度だったりっていうの

は、1 度考慮するんですけど、 

1:25:41 それによってその選定が変わるというところがないので当人として考慮

するべき事項として、 

1:25:49 マダイ空間等々の 4 種類のことを間考慮して、選定を行っていますとい

う 

1:25:56 内容となります。 

1:25:59 はい。ありがとうございます。で、続いてもう 1 点読み方の確認だけさせ

て欲しいんですけど次の 17 ページの表 9 のところ、すいません通しの

18 ページで表 9 のところですね。 

1:26:12 ところで、こっちはあれですよねと組み合わせの話なんですよね。なん

ですけどこれは要は選定の話と違って組み合わせのときには、 
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1:26:23 水蒸気の話であるとか温度の話であるとか湿度ですね、湿度温度の話

は、1 提案を考慮して要はつけられるんだけれども実際に組み合わせ

るときには、 

1:26:34 その特性に応じて考慮しますという位置付けでここの部分は書いてある

ということでいいんですね。 

1:26:41 元の日通ですこちら、18 ページで書いている設置環境の温度等につき

ましては誤作動防止のところで考えている内容となりまして、 

1:26:51 周辺の例えば、本日、 

1:26:55 修正したところで言えば 

1:26:59 熱感つきですね、サーミスタを使っているので周囲の温度だったり引火

点等々を考慮して設定を行いますということ、設置環境を考慮しており

ますということで、あとこちらは温度を記載しています。 

1:27:12 火災対策室のサイトウで再理解いたしましてありがとうございます。 

1:27:23 はい。とりあえず図面の確認の前に、確認しておくことは私からは以上

ですけれども、 

1:27:36 火災対策室の田部です。 

1:27:38 殊通しの 19 ページのところで、ちょっと質問ですけど、 

1:27:46 すみませんこれは単なる疑問なんですけど、海水を、屋外のところです

ねか緊急用海水、 

1:27:54 ポンプピット。 

1:27:55 なんですけど、 

1:27:57 これって、 

1:27:59 多分スラブの中に海水管の満たされた配管が通っててっていうものか

なと思うんですけど、 

1:28:09 こういうところって、何か今まで見てきたりとか、したところ、結構結露と

かそういうのが発生してるところが多かった気がするんですけど。 

1:28:20 ここについてはそういう問題はないという認識でよろしかったんですか。 

1:28:40 エンドウヒロキでございます。申し訳ございません即答ができないちょっ

とエリアというか、これから 2 んなります。 

1:28:50 環境条件としましては一部のパトロール等ですね、人が通るところ、そう

いったところについては排風機等を設けるようにはしておりましてっての

は煙が逃げるように、 

1:29:00 するように考えております。 

1:29:03 当該ピッ等のところで先ほど申し上げた 234 ページですね。 
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1:29:10 通路部にあたっては、申し訳ありませんちょっと関係についてちょっとま

だ 

1:29:16 どうしてるかっていう、古藤で即答できませんので確認した上で回答さ

せていただきたいと思ってます。 

1:29:25 タナベですけどすいません今おっしゃってたところで常設低圧代替注水

系ポンプ室の話ですかね。私が質問したのって緊急用海水ポンプ品と

室。 

1:29:36 申し訳ありません。次のページになりますけどもここも同じちょっと確認

させていただきたいと考えてます。 

1:29:48 火災対策室タナベです。はい。ここの表の一番右のところの誤差と防止

対策のところも、初めから有効性が引いてあったので、 

1:30:00 もうもう全然検討することなく、もうここは結露とか発生する恐れがない、

ないっていうようなそういうふうに見えましたので、ちょっとその辺だけ再

確認させていただきました。 

1:30:11 また確認をされた後に記載等の見直しをお願いしたいと思います。 

1:30:21 続きまして、 

1:30:26 通しの 22 ページの表。 

1:30:37 すいません通し 22 ページ、表中、補足のところなんですけど、 

1:30:43 前回ちょっと 1 点ですね、 

1:30:47 指摘をすいませんコメントと言ったところ、 

1:30:52 以外にもいろいろ追加等をしていただいたのかなと思います。で、 

1:30:59 前回の資料の、 

1:31:02 補足。 

1:31:03 すごい、補足 5 でしたっけ、あれ。 

1:31:07 うん。 

1:31:11 すいません。 

1:31:14 7 月 28 日の資料の別添 7 の区画区域架空の表と、 

1:31:22 ちょっと、 

1:31:23 突き合わせてみたんですけれども、 

1:31:26 例えばですけど、 

1:31:31 えーとですね。 

1:31:35 前回の 

1:31:37 別添 7 ってございますかね。 

1:31:42 これの 214 ページの、 

1:31:45 ですね。 
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1:31:51 Ｒｗ－1－1 廃液サンプルタンク室っていうのが、 

1:31:57 こちらに、 

1:32:00 表中でいうと一番左の 

1:32:03 下から 3 番、3 行目のところにあるんですか廃液サンプルタンク室なん

ですけど、これが区域区画番号でいうと、 

1:32:13 現地、非消防法に基づき、感知器を設置する区画というふうに、こちら

の区域区画表ではなっています。設置しないと言いながらも 

1:32:26 オクっていう分野、それは構わないんですけれども、その一方でですね

こちらに載っていな 

1:32:34 区画区域区画で、 

1:32:37 感知器を設置しないというところも、ちょっと何点か見受けられました

が、この辺については、またあれですかね精査をしていくということでよ

ろしいんでしょうか。 

1:32:51 原燃のニイヅです。少し 

1:32:54 今回お示ししている標準の補足と、前回お出ししている別添 7 が、内容

にそごが生じてしまっているのは申し訳ありません。今後、 

1:33:04 しっかりと整合をとって修正をしていくは予定であります。 

1:33:14 火災対策室のアベですけれども、その辺、精査の方お願いしたいと思

います。 

1:33:19 引き続きまして、 

1:33:26 本日の資料の、 

1:33:28 通しの 47 ページからの、 

1:33:31 今回から新しくつけていただきました。 

1:33:38 あれ。 

1:33:39 そこの前までの確認。 

1:33:41 ここから駄目なんですか。 

1:34:04 火災対策空室のタカハシ 0 須藤 42 ページのフローで、消防法または

建築基準法に基づいて種類設置する火災区域区画についての説明

で、 

1:34:18 火災感知器をアナログ式の火災感知器、 

1:34:22 を優先するが、既設の火災感知器を考慮して非アナログ式も含めて選

定しと。 

1:34:30 なってて、影響を通し 27 ページにその選択するフローの資料をつけて

いただいてるんですが、その中の矢羽根で、 

1:34:41 矢羽根の二つ目、香典式スポット型煙感知器を基本とする。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:34:49 となってて、フローを見ると、 

1:34:52 アナログ式のものが、 

1:34:54 ないのかなと思ったんですが、どっちなんでしょうか基本とするのは、 

1:34:59 非アナログ式の、普通でミツイてる方優先。 

1:35:04 になるのか、アナログ式を優先して、 

1:35:09 するのかどっちになりますかね。 

1:35:19 原燃の新津です。申し訳ありませんこちらですね 2、20 通しページの 27

ページにつきましてはちょっと既設のものを念頭にちょっと、 

1:35:29 資料をちょっと衛藤記載してしまったので、アナログの記載がちょっと抜

けております。 

1:35:37 考え方としましては 12 ページ、プロジェクトページの 12 ページにある通

り、今後新しい建屋が設置されているところですねそのようなところにつ

きましてはあとアナログ式の方を、 

1:35:49 選定して考えていきたいと思っております。ただし既設のところにつきま

しては、非アナログ、 

1:35:57 含めて、 

1:35:58 選定していくことで考えております。 

1:36:04 すいません、衛藤で補足しますと 27 ページの方ですね、がアナログの

記載がないのでちょっとこちらの、 

1:36:10 記載を適正化させていただきたいと思います。 

1:36:16 はい。火災対策室の高橋です。わかりました。頭んと新しくつけなきゃい

けないところにアナログを優先して、今ついてるも脳の既設のものに関

しては非アナログ式でそのままでいくということで、 

1:36:32 いうことで理解しましたはい。はい。以上です。 

1:36:50 火災対策室の西野です。 

1:36:53 ちょっと、 

1:36:56 教えて欲しいんですが、 

1:36:58 火災感知器等を設置しない区域からのなところで、 

1:37:03 は、 

1:37:04 元となる可燃物とあるんですが、 

1:37:07 それっていうのは、どういったものなのかなと思いまして今ちょっとたま

たま、 

1:37:13 資料を見ますと、 

1:37:16 すみません、96 ページになるんですけど、 

1:37:20 こちらの方にこれおそらくモーターじゃないかなと思うんですが、 
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1:37:24 これは 8 下限として、 

1:37:27 は見てないということでよろしかったですか。 

1:37:41 原電のニイヅですとは下限として考えているのはモーターのようなもの

については泊元として考えておりますのでちょっとこちら、確認さしてえ

えと、 

1:37:51 ちょっと適正化させていただきたいと思います。 

1:38:00 はい。 

1:38:02 理解しました。 

1:38:08 はい。 

1:38:08 よく理解しました。ありがとうございます。 

1:38:27 あと、規制庁ニシウチですすみません、ちょっと具体の野積場所の話に

行く前に 1 個だけ最後なんですけど、すいません。 

1:38:33 パパも 18 ページ目のところ 

1:38:38 前回か前々回の斎藤室長からちょっと確認したＣＶに設置する感知器

の話なんですけど、ＣＶ内に設置する。 

1:38:46 米印 3 のところですね。 

1:38:48 まず米最古の格納容器に設置するっていうのはこれ格納容器内に設置

するって理解でいいんですよね。 

1:38:56 のニイツでその理解でわかりました。これあれですね格納容器って一つ

の家でっかい火災区画かな区域かな、区画にしてるのでそういう意味合

いで、格納容器っていう火災区画に設置する感知器はっていうふうに読

めばいいんですよね。原燃の三つです火災区画という、 

1:39:11 考え方に、わかりました。火災区画なので馬鹿細工ＣＡＱであるとかって

書いていや、何ていうかね格納容器にって言われちゃうと、 

1:39:19 ＣＶの中の例えばアノるループ数とかナカ分ＡＬＰＳは何かごめんなさ

い、部分部分に設置する感知器は何か除くような感じもしちゃうのでちょ

っと明確にしておいていただければと思いますので、 

1:39:30 その上でちょっとこの先確認したかったんですけど、あれ、運転中は信

号を除外する設計として取りかえなんですよね。はい。 

1:39:40 ちょっと私が理解できてないんですけど、発生しないかっていうそれを、

和気ＯＫであれ、運転中は設置したままで、信号だけ除外するだから、 

1:39:53 電送を切るっていうことなんですかね。 

1:39:59 要は中操とかの受信機盤への伝送を切るとかそういう意味合いなん

だ、除外っていうのがどういう設計なのかっていうのがちょっと私が理解

できてなくて、 
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1:40:13 元の三つです。窒素置換されてるので 

1:40:19 信号を切るという考え方ですね物自体はその場についたままになりま

す。 

1:40:25 で、規制庁ニシウチです。Ｄを超えましたので、除外用がそのあとでプラ

ント停止後だから定検入ったら、取替えそのものを変えるっていうことで

すか。 

1:40:35 それって、窒素置換してるともう使い物にならなくなっちゃうとかそういう

話なんですか。 

1:40:41 元の人数ですと窒素置換が原因でそのも使い物にならなくなるのでは

なくて放射線の影響で使い物にならなくなってしまうというところですね。 

1:41:07 規制庁西内ですわかりました。ちなみになんですけど、それって非アナ

ログのものってＣＶの中にないんでしたっけ。要は非アナログのものでも

う駄目なレベルに、故障するレベルになるんでしたっけ。 

1:41:21 そういう意味ではすべて取りかえるのか。いや、放射線の影響で、取り

かえる必要があるものを取りかえる取りかえないものは、別につつ、体

制があるものをそのまま継続して、信号だけ復活させるとかそういう意

味合いなのか。 

1:41:34 ちょっとそこら辺をちょっと具体化しておいていただいてもいいですか。 

1:41:40 元の三つです。今回、新しくＰＣＶの中にはすべてアナログ式で設置をし

ますのですべて取りかえることで考えております。 

1:41:50 規制庁西内ですわかりました。ちょっと 

1:41:53 取替えるか観点、今確認したようなことをですねちょっと資料上に明確

に記載しておいていただいてもいいですかね。 

1:42:01 平均の日数です承知いたしました。 

1:42:04 はい。規制庁西内ですよろしくお願いします。 

1:42:07 全体的なところは、一体ここまでにして、ちょっと具体的な図面の話はち

ょっとできる限りまで今日確認をしようと思いますと、で、そういう意味で

はあれですね全部説明いただくと時間もかかるので、 

1:42:20 もうこちらからちょっと順次確認を、それなりにナカも、中でも資料確認を

進めてますので、 

1:42:26 最初にその原燃の方からここはちょっと補足しておきたいとかそういう

点がなければこちらからも確認進めようと思いますけど何かありますか

ね。 

1:42:36 よろしいですかね。 

1:42:45 下の三つです。ご質問の方いただければと思います。 
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1:42:49 こちらから確認を進めていきたいと思います。 

1:42:54 規制庁伊藤ですそれじゃあ始めたいと思います。 

1:42:58 今日出してもらった資料の設置しない区域のところで、ちょっとまず、言

葉の定義とかそこら辺のかけさせてもらいたいんですけど 

1:43:10 最初の例えば 47 ページのＦＰＣ学生ん受けタンク室、 

1:43:18 で言うと、最初に可燃物が設置されておらずと書かれてますと、ちょっと

確認なんですこの可燃物っていうのは、センサー系じゃんとか、 

1:43:31 或いは障防法とかでいうか、可燃性物質のことを指してるんですかねそ

れとも何か別のものを指しているのかそこ、定義を教えてください。 

1:44:42 原理ヒロキでございます。今、伊藤さんがおっしゃられているのは、発火

元となる可燃物、 

1:44:48 要は単単なる可燃物。 

1:44:51 単なる可燃物と値 8 下限となる可燃物等それぞれ何を考えているのか

っていうのを教えてもらえばいいです。はい。はい。申し訳ありません。 

1:45:01 2018 年で可燃物っていう燃えるものは何かという整理をしてまして、 

1:45:07 要はすべからくかミイイイダの油だのっていう、それがどのぐらい、その

カロリー持ってるかという整理をしております。そういった表がございま

すので別途 

1:45:17 その燃えるものに対する説明をですね、させていただきたいと。ここで言

う発火元となる可燃物っていうところでいきますと、 

1:45:26 例えば、 

1:45:28 電動機のもモーター 

1:45:32 そういったものが発火元になるものと、 

1:45:36 という整理してまして先ほどあの写真がですね、我々そういうふうに整

理してるんですけど、モーターがある部屋の写真をですねおそらくすい

ませんこれ 

1:45:46 写真の入れ替えミスになっております。そういったものがないところを、

要は 

1:45:53 エントリーしている、エントリーという加配してるエリアということをしてお

りますので、細かいところは別途、 

1:45:59 お示しさせていただきたいと。 

1:46:03 はいお願いします。すいません先ほど写真の入れ替えミスとおっしゃっ

たのは、何のことですか。 

1:46:10 さっきの。はい。96 ページでございます。 

1:46:16 更新漏れ実際、モーターはない、ないってことなんすか。はい。 
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1:46:23 始め、 

1:46:25 元のニイヅです実際にこういうふうにモーターがある場合には発火元と

なる可燃物があるという整理をしておりますので、ちょっと別の写真を載

せてしまったかちょっと。 

1:46:36 確認をして修正をさせていただきたいと思います。はい。区長イトウです

確認をお願いします。 

1:47:05 はい、火災対策室の齋藤です 46 ページ以降で今アノイトウから各確認

させていただいている可燃物の件なんですけども、 

1:47:15 まず火災防護審査基準で、可燃性物質っていうのが、可燃性物質と、

今これ原電てる可燃物と違ってるのか違ってないのかっていうのを、 

1:47:28 さ、最初に説明していただきたいんですね。何を申し上げたいかという

と、 

1:47:33 火災防護審査基準上の可燃性物質は不燃性材料以外の材料いうって

いうふうに全部書いてあるんですよね。何を言ってるかっていうと、難燃

性のものは、 

1:47:42 可燃性物質ですよっていうことを言ってるわけですよね。 

1:47:46 そういうところも含んで話をしているのかどうかということがまず第 1 点

で、その上で、 

1:47:52 広木さんから話があったような補足の話があってしかるべきだと思って

るんでちょっとそこの部分を明確にしていただかないと、 

1:48:02 まずこの花強い可燃物って何っていうのがまずよくわからないと、いうの

がありますんでちょっとそこも整理しといていただいてもよろしいです

か。 

1:48:12 理念の三つですちょっといたしました。 

1:48:15 火災対策室の齋藤です。あともう一つなんですけれども、可燃性物質の

管理っていう言葉を使ってるんですけどね。 

1:48:26 この可燃性物質の管理について、 

1:48:31 1 度事業シャア全体で、平成 30 年の 10 月 30 日と、それから平成 30

年の 11 月 27 日に、 

1:48:44 原子力発電所における火災感知器の設置要件に係る会合というのが

あって、 

1:48:52 1 回目は記録を見てると原電さん出ておられませんけれども、2 回目に

は原電の広木さんの名前が確か書いてあったと思うんですよね。その

会合の中で、 
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1:49:04 可能性物質の管理について、我々も当時の火災対策室長の大嶋の方

から、 

1:49:13 きちっとその考え方を説明してるは我々のとらえ方をですね、一度説明

しているんですけれども、そこをきちっと確認する、その第 1 回の議事

録も含めてですね、 

1:49:27 確認されているのかでそれを踏まえてですね、火災バックフィットって形

でＰＷＲルーの部分やってますけれどもＰＷＲもＢＷＲも、 

1:49:36 基本的には考え、考え方は違うわけではないので、そこの部分を踏まえ

た上で、可燃性物質のか、可燃物管理という言葉について、 

1:49:48 下の元側がどう考えているのかについて、ちょっと確認をさせていただ

きたいんで、これちょっと別途前、資料全体に係る説明として、お願いし

たいんですけどもよろしいですかね。 

1:50:04 原燃のニイツで承知いたしました。 

1:50:08 火災対策室の齋藤です要はちょっとそこの部分をですね、 

1:50:14 ちゃんと確認していただいては、今我々の認識と、そちらの東海第 2 の

認識の認識合わせをしないと、 

1:50:21 多分ここの部分、 

1:50:23 の話が合わなくなってくると思いますんでその部分ですね 

1:50:29 すいませんこの一つ一つの確認をしてる間にですね、 

1:50:34 お願いしたいと思ってますんでよろしくお願いします。 

1:50:46 はい規制庁伊藤ですよろしくお願いします。 

1:50:50 本当。 

1:50:52 関連して質問なんですが、この、今回設置しない区域の説明でに、大体

2 パターンって、可燃物が設置されて、 

1:51:03 いないところと、水で満たされているっていうところで、水で満たされてい

るところについて、こっちは可燃物管理ってのは書かれてないんですけ

ど、可燃物管理するのかどうなのかっていうところはちょっと 

1:51:20 今、 

1:51:22 答えられるのであれば、 

1:51:24 教えてください。 

1:51:44 権利ヒロキでございます。今井藤さん、例えば 104 ページとかですか

ね。 

1:52:12 はい。 

1:52:13 水で皆さん乱されているって、記載してますのはまさにこの手法なんで

すが、丹空の内部のことなんですねタンク自体は、 
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1:52:24 もれなくも思えない水が入ってると思えないっていうところの整理で、ま

たのところで、要はそのタンクや照明装置、こういったものを想定したも

のとして、 

1:52:36 放射性物質へ与える影響はないというような整理をしておりまして、この

エリアについてはそのタンク、 

1:52:43 それ以外に、 

1:52:47 ないので、要は設置しない設計とするというようなそういう整理をこのエ

リアではしております。 

1:52:54 それはつまり可燃物管理はこの区域ではするのかしないのかというとど

っちなんですか。 

1:53:00 申し訳ありません。基本的には 

1:53:04 する、するものを、 

1:53:06 する、すべからくエリアについては、可燃物管理をしております。と申し

ますのは定検時等で、持ち込みヶ年ですね。要は塗料だとかそういった

ものを、 

1:53:19 持ち込まも持ち込まなければならないというところで、一応部屋割りで部

屋ごとにですね、どのぐらいの可燃物が発生してるかっていう整理、そう

いったものが運用で必要になりますので、 

1:53:31 ここに記載が足りない。 

1:53:34 のかな。 

1:53:36 ということになると思います。 

1:53:38 はい設置しないという設計とするにあたって可燃物管理するかどうかっ

ていうのが、ここ、この水で満たされてるところを関係するかどうか、な

んですけど、 

1:53:49 さっき齋藤室長から言った可燃物管理の整理のところも踏まえて検討

いただければと思います。はい。 

1:53:59 それから、 

1:54:02 すいませんちょっといろんなところに書いてある記載で、意味をちょっと

確認したいんですけど照明電源を切り運用とするっていうのはどういう

ことを指してるんですか。 

1:54:31 原燃のニイヅですその各部屋についているスイッチのところで電源を切

るということで考えており、 

1:54:40 スイッチのところで電源を切ると。 

1:54:44 そういう、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:54:48 それ、それは、10 それによって充電部が必要なくなるっていうのは逆に

言うときり運用じゃない運用ってのはどういうようなんですか。 

1:55:04 現在のニイヅですねと、付けつけっ放しの運用になりますね。 

1:55:09 集まり切り運用っていうのは必要な時だけつけるようなそういうイメージ

ですか。はい。秋野ニイヅそうですね人が入るときところに人がつける。

はい。 

1:55:18 その逆がつけっ放しでつけっ放しの場合は充電部というのが室内に必

要になるっていうことなんですか。 

1:55:33 元のニイヅです。つけっ放しのところについては照明がつけっ放しにな

ってしまうのでそこが 10 年度になってしまうというところです。 

1:55:45 あ、ごめんなさいちょっと私がわかってないんだけど、充電部っていうの

は何なんですか。 

1:56:26 元のニイヅです真正面に関しましてそのまま発行してる状態と言ってい

いのかちょっとわからないんですが、 

1:56:33 そういうそういう状態ですね。 

1:56:37 発行している状態。 

1:56:41 ごめんなさいすごい。多分、基礎基本的な質問をしているという自覚は

あるんですけど、充電部ってのはどっかの部分のことを指すんですよ

ね。どの部分のことなんですか。 

1:57:06 えっと、 

1:57:13 ていう辺りをな、何か何か、小補足かなんかで込めるか何かつけて解

説をもらえるといいかなと思ってますが、どうでしょう。 

1:57:24 現在の日程でちょっと改めて整理をして、注釈等で説明を補足させてい

ただきたいと思います。はい。 

1:57:32 お願いします。 

1:57:37 規制庁西内です。この証明の話は後、何を目的としてこれやるかってい

うところを明確にしておいていただきたくて、要は可燃物をなくすっていう

意図ってやってるんですかね。 

1:57:53 発火元となる可燃物がないようにという意図ですから、可燃物としては

多分山残るわけですねいうなれば配線とか、そこら辺は残るけど、発火

元とならないように通電はさせないような措置をしたいっていうそういう

ことを意図してるってことですかね。 

1:58:08 県のニイヅでその考えになります。わかりました。だから、 

1:58:12 ちょっと同じＢシマ値とかでも、確か同じように証明を撒き運用とするっ

て話だったと思うんですけど。 
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1:58:20 島根か他のピークがちょっと出現しましたけど、ただそもそも配線抜い

抜いちゃいますよ、だから可燃性物質なくしますよっていうところもあっ

たと評価していて、そういう意味でどっちの人か明確に確認してきた方っ

てことなんですよね。 

1:58:34 だからさっき可燃物管理どういうふうにやるのかっていうの含めてちょっ

とアノイトウも含め、意図がわかるように説明をしていただければと思い

ます。よろしくお願いします。 

1:58:46 よろしいですか。はい。 

1:58:48 江藤さんちょっと時間が来ちゃってますけど、ちょっと続けさせてもらう

と。はい。 

1:58:55 衛藤。 

1:58:56 設置しない区域ちょっと今一つ一つ見てる時間はないんですけど、所々

あっと甲斐駅スラッチとか、あとはオフが数、再結合器とか、 

1:59:08 そういうのもあったりして、ここら辺って何か可燃性の気体は発生したり

はしないのかなっていうのが気になったんですけどここら辺の廃液とか

っていうのは 

1:59:20 そういう燃えるようなものは発生しない。 

1:59:23 んでしょうかそれと発生するけど、 

1:59:26 何らかの対策で、火災は発生しないとそういうことなんですか。 

2:00:28 原電の人数です申し訳ありませんちょっと即答ができないので成立して

資料の方に 

2:00:36 何か注釈等で反映させていただきたいと思います。 

2:00:41 はいわかりましたよろしくお願いします。 

2:00:45 私からは最後に設置しない方じゃなくて 1 ヶ所設置する方で質問、 

2:00:54 ちょっと時間もあれ質問だけさせてもらおうかなと思うんですけど、 

2:01:00 前回の資料の最後のページに、乾式貯蔵建屋が、図面がついているか

と思いますと、 

2:01:09 ちょっと幾つか質問だけさせてもらうと。 

2:01:14 図面の上のほう、上部って書いてある上部っていうのはどこを指してい

るのか。 

2:01:20 あとは煙と熱が組み合わせ組み合わせというか真ん中の上部の真ん

中の方に、煙が熱か熱が置いてありますけど、 

2:01:33 熱感知器を採用している理由を教えてもらいたい。それから、ちょっと別

の、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 
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2:01:41 本当の例で、この他乾式貯蔵建屋、給気口排気孔があってですね空気

の流れがある部分については、煙とか熱が置けなく、 

2:01:54 炎を置いてたりしましたけれども、今回東海第 2 の乾式貯蔵建屋につ

いては、同じようなものを考慮して、考慮した上で 

2:02:08 この 1 種類の配置になっているのか、そのあたり、できれば平面図だけ

見ていてもちょっとわからないところもあるので建屋の構造がわかる。 

2:02:20 感じの図面をつけてもらって、説明をいただきたいなと思ってます。 

2:02:25 はい。 

2:02:27 よろしいですかね。 

2:02:30 元例のニイヅです。まずちょっと、 

2:02:33 申し訳ないんすけど、 

2:02:35 こちら、動きがありまして、 

2:02:38 三角で、 

2:02:40 記載をさせていただいている熱感知器につきましてはこちら炎間月に、 

2:02:45 なります。 

2:02:47 なのでちょっと上部というのはＥＬをちょっと記載して高さがわかるように

したいと思いますが天井部分のところに炎感知器をつけて、監視する設

計にしております。 

2:03:01 この 1 種類のものが障防法対応のものになりまして両脇についている

煙感知器って言ってるのはこれ、電分離のものをつけておりまして、こち

らは自主的に 

2:03:11 事業者としてつけているところになります。 

2:03:17 ご回答いただいたのはちょっと聞くんですけど自主的にというのは、別

につけなくても保護だけでも種類、消防法上でいう種類は、 

2:03:28 的に満たされている衛藤検知できる状態ってことなんですか。 

2:03:56 原電のニイヅです。炎感知キーにつきましてはちょっと真四角になる部

分がちょっと出てきてしまうので、保守的な、 

2:04:06 考え方として煙の交点分離型をつけておりますんで、 

2:04:11 デブリがたにつきま、煙感知器につきましてはこちらいえる書いてない

んでちょっと、 

2:04:17 この資料だけでわかんないんですけど、20 メートルちょっと取付面高さ

超えてしまっているところになります。 

2:04:28 あとははいわかりました。炎感知器だけだと、何か障害物があるって話

でしたっけ、はとなると煙は必要だからつけてるっていうことだと理解し

ましたけど、 
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2:04:42 さっきの私が言った空気の流れとかも含めて、炎感知器を設置する理

由のところは説明資料をいただければなと思っています。よろしくお願い

します。 

2:05:04 規制庁西内です。 

2:05:06 先にあれですけど、ちょっと若干誤記とか、あと更新漏れが目立つの

で、それなりにちょっと本資料もボリュームがあって、我々も確認のリソ

ースをそれに割きますので、その中でちょっと動きとかがあまり頻発して

いると。 

2:05:23 あまり効率的には審査進まないのでそういった意味ではちょっと今一

度、 

2:05:28 ちょっともう一つあるのが若干なんていうですかね、1 回、 

2:05:33 いろいろな情報がちょっとバラバラと出てきている形になっているので 1

回ちょっと一つの補足説明資料として全部の情報をまとめたものとして

一度ちょっとご提出次の次のヒアリング、 

2:05:43 の段階ではちょっといただければ嬉しいなと思いますんで、その際に、

ちょっと全体しっかりその動きチェックとか含めてちょっと更新状態日本

原燃としてもご確認をいただいて、 

2:05:54 ご提出をいただきたい。ちょっと最後にもう一つお願いなんですけど、こ

こはちょっと更新中です今後更新予定ですとかそういった部分は、もう

資料の全体通してちょっと明確にしておいていただければと思います。 

2:06:06 もう、わかるように書いていただければ、様式とか、そんな細かく書かな

くても結構ですので、 

2:06:11 そもそもそうした方が多分お互いそこは効率的に進むと思いますのでそ

こはよろしくお願いします。 

2:06:17 衛藤というところで、ちょっと主にオカない部分の話を結構確認させてい

ただきまして他にちょっと具体的な図面とかで今日の時点で確認してお

きたい点ありますか。 

2:06:27 よろしいですか。 

2:06:29 はい。 

2:06:30 ちょっと時間を少し過ぎてますので今日のヒアリングはここまでにしたい

と思います。で、強化、確認さしていた全体的な考え方の話とか、あとは

具体な図面も含めてちょさっきお話したような一つの資料としてちょっと

セットいただいて、 

2:06:44 更新状況をご確認いただいた状態でちょっと次のヒアリング、9 月の上

旬に今予定してますかね。 
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2:06:52 はい。 

2:06:53 ちょっと 1 週間ちょいとちょっと開く形になると思いますので、はい。ちょ

っとそういった資料状況も含めてちょっとご確認いただいてご対応いた

だければと思います。かなり詰めて多分おいていただいてることは理解

した上で、 

2:07:06 逆に更新状態がちょっと、不確かな状況だとそれはお互いだと思うので

まずしっかりそこを詰めることを優先していただいて、場合によってはヒ

アリングにてまた調整しても構いませんので、 

2:07:18 というところでよろしくお願いします。はい。 

2:07:22 全体通してですけど日本原燃側から何かありますか。 

2:07:26 よろしいですか。 

2:07:31 はい。 

2:07:32 東海第 2 発電所ＷＥＢ参加されてる方何かありますでしょうか全体とし

てよろしいですか。 

2:07:39 はい。これも特段ございません。はい。規制庁側から何かあとスケジュ

ールも含めてですね何か全体通してありますでしょうかよろしいでしょう

か。はい。 

2:07:47 では今日のヒアリングはこれで終了にしたいと思いますありがとうござ

いました。 

2:07:51 はい。 

 


